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【論文】 

新潟市の積善組合巡回文庫の再考察 

新藤 透 

 

はじめに 

 日露戦争終結後に内務省の主導により進められた地方改良運動の目的について、筆者は
拙稿で「地方改良運動は内務省が図書館設置を奨励したが、その意図は読書によって日本
国⺠の品位を向上させ悪癖や悪習を除去して道徳⼼の育成、また地域住⺠の⾃学⾃習施設
として図書館を活用することにあった（１）」と指摘した。 

 内務省の奨励によって各地に小規模な通俗図書館が相次いで建設されたが、そのような
図書館ではどのような活動を行っていたのか、埼玉県比企郡八和田村（現・埼玉県比企郡
小川町）に千野幸三郎が設立した私設千野図書館を事例にその活動実態を明らかにした（２）。
拙稿では私設千野図書館を取り上げて詳細に検討を行い、その活動が地方改良運動の理念
に沿ったものであることを明らかにした。 

 ただ地方改良運動では「優良事例」として内務省に顕彰されたものは他にも多くあり、
なかには先行研究で頻繁に取り上げられた事例もある。本稿では先行研究によって地方改
良運動の代表事例と評された新潟県の積善組合が実施していた巡回文庫事業をとりあげる。
次章で積善組合巡回文庫の先行研究をまとめ、その傾向を検討し、先行研究の「評価」の
問題点はないのか考察したい。 

 

1.先行研究 

 

巡回文庫とは 

 巡回文庫とは図書館情報学の専門辞典によると、次のように説明されている（３）。 

 

  図書館の蔵書の一部を分館，あるいはグループなどに一定期間送付する一種の貸出文
庫．一八九〇年代，デューイがニューヨーク州立図書館⻑のときに，図書館振興を目
的として，州内の公共図書館や図書館未設置地域のグループなどに一〇〇冊ほどの本
と貸出用具の入った木箱を送ったのが始まりとされる．これを佐野友三郎が「巡回文
庫」と訳し，秋田県立図書館で一九〇二（明治三五）年に始めた． 

 

 ⾃動車をつかった移動図書館がわが国に導入されるのは、戦後になってからである。そ
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れまでは貸出用の木箱に書籍を満載して地区ごとに巡回させた巡回文庫が主流であった。
巡回文庫事業は、佐野友三郎がアメリカの図書館学者メルヴィル・デューイに個人的に教
授を受けて、秋田県、次いで山口県で実行に移した。積善組合巡回文庫もこの流れに乗じ
て始められたものである。では積善組合巡回文庫を扱った先行研究を発表順に概観してみ
よう。 

 

竹林熊彦『図書館物語』東亜印刷出版部，1958. 

竹林熊彦は戦前から戦後にかけて活躍した図書館人であり、日本図書館史研究の開拓者
の一人でもある。 

本書は積善組合の巡回文庫事業を、佐野友三郎が始めた秋田県立図書館、山口県立山口
図書館の巡回文庫に次ぐ事業として紹介している。竹林は「かように特色のあった積善組
合巡回文庫は、わずかに十年の短命にすぎなかったけれども、その功績は大きい（４）」と高
く評価している。 

これに先立つ 1954 年（昭和 29）に竹林は、「巡回文庫の史的研究―新潟市積善組合巡回
文庫―」（『土 金光図書館報』第 32 号，金光図書館，1954.5）を著しており、本書はその
増補加筆版ともいえる。なお本論文は、積善組合巡回文庫を図書館史として初めて扱った
論考である。 

 

鈴木四郎・石井敦編『ブック・モビルと貸出文庫』日本図書館協会，図書館の仕事 15，1967. 

 積善組合巡回文庫に言及しているのは、戦後に神奈川県立図書館勤務などを経て、東洋
大学社会学部教授に就任し図書館学の教鞭を執っていた石井敦である。 

 石井は慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後に、文部省図書館職員養成所に入学し、図
書館学を学んだ。その卒業論文は「図書館近代化過程における二つの型―Subscription 

library と Volksbibliotek」であり、石井が「戦後歴史学」の影響を強く受けて執筆された
ことが窺える（５）。 

さて石井は⾃著の中で巡回文庫草創期の事例として、佐野友三郎の主導によって展開さ
れた秋田県立図書館と山口県立山口図書館と、新潟の積善組合巡回文庫を紹介している。
石井は佐野友三郎主導で進められた秋田・山口の事例は高く評価しているものの、対比的
に積善組合を取り上げてこちらは低く評価している傾向がある（６）。 

 

  山口県でのこの活動の意義は、正しく日本の図書館界に受継がれなかった。この目を
瞠るような活動には、それぞれ脱帽したにはちがいないけれど、しっかりその理念を
とらえて、正当に移植、伝播することをしなかったのである。 

 

 これは佐野が山口県立山口図書館で行っていた巡回文庫活動を評した一文であるが、佐
野の「目を瞠るような活動」は他の図書館に「しっかりその理念をとらえて、正当に移植、



『図書館綜合研究』no.22，2022.8. 

3 
  

伝播」できなかったという。 

 石井によれば、1910 年（明治 43）の小松原英太郎文部大臣の訓令を契機に「図書館＝
巡回文庫活動は、燎原の火のごとく全国的に広がっていった。とくに、巡回文庫は、経費
が少ない点で、図書館よりも教化団体といわれる⻘年団、処⼥会、教育会、産業組合、報
徳会などで安易にとりあげられ、各県市町村も内務省の後押しで補助金を交付するなどし
たため、まさに熱狂的なブームを現出した（７）」と指摘している。 

こういった「官主導」で開館した図書館について、石井はほとんど評価していない。千
葉県巡回文庫、新潟県の積善組合巡回文庫を例に挙げているが、その評価は次のとおりで
ある（８）。 

 

要するに、佐野の貴重な体験を通して、図書館発展の有力な武器として生み出された・
まさに「我図書館事業ニ、一新紀元ヲ劃スベキ」と明言された巡回文庫は、内務官僚
を中⼼とする支配者層の手により、その精神はスポイルされ、形骸だけが利用された
のである。 

 

 佐野が一生懸命独学で学んだ巡回文庫の精神は「官」によってスポイルされ、形だけ真
似されてしまい全国に広まってしまった。その代表例が千葉県巡回文庫と積善組合巡回文
庫だというのである。 

 石井は 1972 年（昭和 47）に『日本近代公共図書館史の研究』を日本図書館協会から刊
行しているが、その中でも「巡回文庫史の中に残した大きな役割は巡回文庫の通俗化とい
う点にある（９）」と述べており、積善組合の文庫活動をまったく評価していない姿勢はその
ままである。 

 

国立教育研究所編『日本近代教育百年史』第 7巻社会教育Ⅰ，教育研究振興会，1974. 

 国立教育研究所（現・国立教育政策研究所）によってまとめられた『日本近代教育百年
史』の社会教育の巻に、積善組合巡回文庫について言及されている。本項の執筆者は図書
館学者・教育学者の小川剛である（10）。 

 

地方改良運動につらなる図書館活動で画期的な業績を挙げ、当時の地方図書館の活動
に大きな刺激を与えたものに新潟県における積善組合による巡回文庫活動があった。
この活動は次の二つの点でわが国の図書館のあり方に大きな影響を与えるものであっ
た。第一に、この活動は山口県での佐野友三郎のそれとは異なり図書館経営には全く
の素人である金融業者による片手間の業務として行われたことである。その成功の最
大要因はそれが地方改良運動に乗りその組織と活動とを最大限に活用したことに求め
られるにしても、ともかく図書館経営は素人により手軽な片手間仕事として行ないう
ることを実証してみせたのであった。このことは、当時、全国的に勃興しつつあった
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地方図書館の関係者をいたく勇気づける結果となった。第二に、この活動は図書館活
動を独⾃性をもつものとしてではなく、他の目的の実現のための手段とする行き方に
道を開いた。この図書館活動の独⾃性あるいは図書館職員の専門性の軽視あるいは無
視、すなわち図書館活動の手段化ということは今日に至るまでその痕跡を残し、わが
国での真の図書館の発展をはばむものとなった。 

 

 小川の積善組合巡回文庫に対する評価は、石井よりもさらに手厳しい。まず山口での佐
野の活動と比較して、積善組合巡回文庫を「全くの素人である金融業者による片手間の業
務として行われた」と断ずる。小川によれば「片手間の業務」で図書館の運営ができるこ
とを「実証」してみせたことになり、「全国的に勃興しつつあった地方図書館の関係者をい
たく勇気づける結果」になったと批判する。 

 さらに小川は積善組合の活動を「他の目的の実現のための手段とする行き方に道を開い
た」とする。「他の目的」とは、「地方改良運動に資することを目的としたもの（11）」であり、
この手法は後の時局文庫や国⺠精神総動員文庫の「先鞭」をつけたと指摘する。 

 しかし積善組合の巡回文庫は、当時多くの新潟県⺠に利用されており事業⾃体は成功で
あった。先に引いた竹林も成功との評価を下している。小川もその点は認めているものの、
素直にはその結果を受け止めていない（12）。 

 

積善組合巡回文庫が、十年間とはいえ、延八十余万の県⺠に百万余冊の図書を閲覧さ
せたという事実は、当時のもとでは、画期的なことであったといえよう。このような
成果を挙げた要因の一つは、これまで述べたことからも明らかなように、活動それ⾃
体が時流に乗ったものであり、権力の支持のもと⺠間人の協力が得られたことに求め
られる。それとともに、その背後にあってこの活動を支えた積善組合関係者の献身的
な努力も与って力があったことも忘れられてはならない。かれらの周到な配慮、労を
惜しまぬ組織がなくてはこの活動は成り立ちえなかったであろう。やはり積善組合の
巡回文庫活動であったのである。 

 

小川は山口県の佐野友三郎を高く評価し、対して積善組合の巡回文庫事業を厳しく批判
している。また多くの新潟県⺠に利用されて成功だったことも、「権力の支持のもと⺠間人
の協力が得られた」からであると糾弾している。さらに内務省などの中央官庁主導での図
書館振興は、地方改良運動などの「他の目的」達成のために行っていることであり、本来
の目的ではないというのである。 

小川も石井と同じく佐野を高く評価し、積善組合巡回文庫を批判している点では大差な
い。 

 

奥泉和久「「積善組合巡回文庫」考」『図書館学会年報』第 29巻第 1号，日本図書館学会，
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1983.3. 

 積善組合巡回文庫を主題にした学術論文は、実は奥泉和久が著した本論文が 2022 年（令
和 4）10 月現在、唯一のものである。結論からいえば、奥泉も石井や小川と同様の評価を
積善組合巡回文庫に下している（13）。 

 

当時の図書館界は社会的な制約もあり、佐野友三郎の理念を受け継ぐことができず、
全般的には図書館の量産に終始した。（中略）既述したようにわが国の政策によって図
書館が社会教育の重要な機関として「教化事業」の役割りを担ったことである。それ
は巡回文庫という図書館の一形態にもはっきり顕われ、千葉県巡回文庫はその先鋒と
考えていいだろう。 

 

 奥泉はまず、当時の図書館界は佐野の理念を受け継がず、「国⺠教化」機関と堕してしま
ったと指摘する。さらにこう続ける（傍線引用者）（14）。 

 

（積善組合巡回文庫は―引用者注）山口に匹敵する活躍をしながらも、運営現念
（ママ）

にお

いては千葉の延⻑戦上に位置するものであった。それを支えたのは積善組合の「事業」
を推進した内務省の政策で、積善組合巡回文庫が時代に迎合された大きな要因であっ
た。積善組合巡回文庫はこのような活躍にもかかわらず、佐野のいったような図書館
設立の原動力にはならなかった。それは図書館の運営理念があまりにも為政者寄りで、
設立主体が図書館と無縁であったこと、そして私立図書館であるがゆえの活動の限界、
などが考えられる。窮極的には図書館が「教化事業」を第一義として運営されたこと
が、その発展性を阻止することになったのではないだろうか。 

 

奥泉も石井・小川とほぼ同様の見解を示している。佐野友三郎と積善組合巡回文庫の活
動を比較し、前者を高く評価して後者を「図書館の運営理念があまりにも為政者寄り」と
批判をしているのである。 

そして佐野が提唱した「本来の図書館」ではなく、「図書館が「教化事業」を第一義とし
て運営されたことが、その発展性を阻止することになった」と断じている。 

 積善組合巡回文庫を評価していたのは竹林ただ一人で、石井・小川・奥泉の評価は著し
く低い。佐野の巡回文庫事業を高く評価し、それと対比する形で批判をしているのである。 

 積善組合巡回文庫の評価は石井以降のものが通説となっている。佐野の事例に次いで高
く評価した竹林のような認識は今日では見られない。ただ新潟の積善組合の巡回文庫活動
も、始めるに際して山口県まで視察に行きその手法を十分調査している。また佐野の図書
館や巡回文庫に関する発言であっても、当時の「国策」に準じたとも受け取られる発言が
確認される（詳細は後述）。 
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そこで、本稿では改めて新潟県の積善組合巡回文庫活動を検討する。特に着目する点と
しては、①設立動機、②先行する他図書館の影響、特に佐野友三郎に注目する、③巡回文
庫蔵書の選書基準、の 3 点にしぼって明らかにしたい。③の選書に着目する理由としては、
内務省が何らかの「思想」を国⺠に「押し付けている」とするならば、それは巡回文庫の
蔵書に一定の傾向があると思われるからである。また佐野の図書館事業に対する認識につ
いても紙幅の許す限りではあるが、若干の検討を加えたい。 

 

2.積善組合設立経緯と専務理事桜井市作 

2.1 積善組合の設立経緯 

 

 巡回文庫の設置⺟体である積善組合について、どのような性格の組織であったのか簡単
にふれておきたい。 

 積善組合は 1897 年（明治 30）10 月に「積善信用組合」として設立された。積善信用組
合の設立動機は『積善組合定款並沿革』に詳しいので（15）、本稿では基本的にそれに依拠し
て沿革をまとめたい。組合の設立の契機は、日清戦争後に起こった⺠衆の「投機熱」であ
るという（16）。 

 

  人⼼徒らに投機熱に犯され、一攫千金の豪華を夢みて、醇朴健実の思想を迂遠視する
の風潮を呈するに至れり。此時に当り、中央には貯蓄銀行の設立稍々其数を加へ、是
れが救済に与つて力ありしと雖も、我県に於ては未だ此運に与るを得ず、人⼼依然と
して攪乱の状を観る。就中我新潟市に於て職工始め一般中産以下の人は甚だしく疲弊
せり。 

 

 一攫千金を夢見て投機熱に浮かれて堅実な生き方を軽視する風潮が市中にみられたとい
う。これは全国的な傾向であったようだが、「中央」（＝東京か）には貯蓄銀行が設立され、
⺠衆に「貯蓄」という考えが芽生えてきたが新潟県ではそういった動きはみられないと指
摘する。中でも新潟市の「職工始め一般中産以下の人」はかなり疲弊しているという。そ
こで救済策を⺠間人有志で練ることになった（17）。 

 

  是に於て本組合創設主唱者等謂らく、人⼼の攪乱を救済するには、先づ中産以下の人
をして恒産を有せしむるに在り。之をなすには須らく此等の人々が容易に貯金し得べ
き一種の貯蓄組合を起し、一は以て恒産を養ひ、一は以て金融の機関となし、更に進
んで相互救済の道を講しなば、⾃ら美はしき人情風俗を助成し、且つ当時の銀行は大
資本家に便にして、中産以下の人は毫も均霑することを得ざるの弊を救ふに至らんと。 
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 大資本家相手の銀行ではなく、中産以下の人々のための貯蓄組合を起こし、貯蓄と互助
を目的として「美はしき人情風俗を助成」しようとの目的で、1897 年（明治 30）10 月 1

日に「積善信用組合」が設立された。 

ところが 1900 年（明治 33）に産業組合法（明治 33 年法律第 34 号）が施行され、同法
に基づく信用組合と区別するために 1901 年（明治 34）に「積善組合」と改称される（18）。 

 初期の積善組合の活動は 3 点に集約され、①貯蓄事業、②貸附金、③救済事業である。
③は病気や怪我をした場合、無料診察や廉価による医薬品の販売などが提携医院や薬局に
よって行われ、死亡した場合は葬儀一切の道具を提供し、僧侶まで派遣されるというもの
であった（19）。後に 10 円の死亡見舞金や 5 円の火災見舞金まで支給されることになる（20）。 

 このような動機で新潟県の積善組合は設立された。⺠衆の互助会的な性格をもつ組織で、
地方⺠に貯蓄と倹約を呼びかける意図もあったようだ。積善組合とは金融を本業としてお
り、当初は畑違いの巡回文庫事業は行っていなかった。それを始めたのが専務理事を務め
る桜井市作である。 

 

2.2 巡回文庫の創始者・桜井市作 

 

 桜井は 1872 年（明治 5）に越後国新潟町本町通六番町（現・新潟市）で、桜井伊八郎の
次男として出生した。市作は若い頃は血気盛んな人物であったようで、1897 年（明治 30）
11 月 11 日に北越鉄道の沼垂機関庫と貨物庫を爆破するテロ事件を起こし、首謀者として
警察に逮捕された。懲役 7 年の実刑判決を受けるが、1902 年（明治 35）2 月に特赦とな
る。同年 10 月に積善組合専務理事に就任する（21）。 

 桜井が専務理事に就任して 2 年後の 1904 年（明治 37）に、日本はロシア帝国と戦端を
開くことになる。日露戦争である。戦争は積善組合の事業と組合員の生活を直撃すること
になる。日露戦争は翌 1905 年（明治 38）まで続くが、その間の積善組合は、軍人家族の
援護救済や戦死者家族の慰問事業などを行っている。一方、勤倹貯蓄の倍増なども組合員
に奨励している。戦費調達のためであろう。日露戦後においても貯蓄を奨励し、組合員の
各種援護事業を展開している。 

 そうした活動が内務省の目に止まったのか、1905 年（明治 38）10 月 3 日付の『官報』
で積善組合の活動が紹介されている（22）。先行研究では、『官報』に活動内容が掲載された
ことで全国的に「一躍脚光を浴びるに至った（23）」と評しているが、この号には他に日露戦
争中の出征兵士家族救済事業として山形県と鹿児島県の事例が紹介されており、積善組合
のみが特筆されているわけではない。「一躍脚光を浴び」たとの評価は早計であろう。 

 そして積善組合結成 10 周年を迎えた 1907 年（明治 40）に、桜井市作によって巡回文
庫事業が始まることになる。 
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3.巡回文庫開設の経緯 

3.1 桜井市作の提唱 

  

 1907 年（明治 40）10 月 1 日・2 日に、新潟市の新潟県物産陳列館において「積善組合

十 週
（ママ）

年記念式典」が挙行された。その様子は積善組合編『積善之記念』（積善組合，1907）

に詳しくまとめられている。これによると 1 日は記念式典、翌 2 日は協議会が開かれた。 

 先行研究ではこの 2 日目の協議会の席上で桜井が巡回文庫事業を提唱したことになって
いるが、事実は少し異なる。午前 10 時から開会された協議会本会議の議場ではなく、午後
5 時から始まった桜井個人が主催した「慰労会」の席上であった（24）。 

 

  同日（10 月 2 日―引用者注）午後五時より桜井専務理事は個人として聊か慰労の意を
表せんためが為め、遠来の講師諸官吏を始め、県知事県高等官記念会委員及代理事務
所代表者等を鍋茶屋に招請して晩餐会を開く。来り会する者五十余名にして頗る盛会
を極めたり。同会の席上林主事（林静治−引用者注）は桜井氏に代りて、同氏が本組

合の十 週
（ママ）

年記念として巡回文庫を創設し、以て本組合に寄附せんことを発表し、一

同其美挙を賛したり。 

 

 巡回文庫は積善組合として議論された末に設けられたものではなく、桜井個人の私的な
事業として計画され、組合に寄附したのである。協議会の本会議ではなく、桜井個人が主
催した私的慰労会の席上というのも、巡回文庫が桜井主導で進められたことを如実に物語
っている。 

 それが積善組合の正式な 10 周年記念事業として認定されることになる（25）。 

 

  同日（一〇月二日―引用者注）本組合専務理事桜井市作は社会教育の普及を計らんが
為、個人として巡回文庫を編制し、之を本組合に寄附せんことを発表せり。 

（中略） 

  教化事業の名の下に、一は桜井専務理事の寄附を受けて巡回文庫を経営し、一は図書
を出版若しくは購入して、各地に之を頒布し、以て社会教育の普及を計り、（中略）以
て⺠風の作興に微力を致して今日に及べり。 

 

 さてこうして積善組合の 10 周年記念事業として、巡回文庫が位置付けられることにな
ったのであるが、なぜ桜井が巡回文庫に多大な関⼼を示して拘ったのであろうか。 
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3.2 桜井の創設の意図 

 

 1909 年（明治 42）1 月 1 日発行の『新潟新聞』に桜井は寄稿し、図書館の重要性を述
べている（26）。 

 

  戊申の大詔を拝読して迎へたる新年の劈頭余は我新潟県の事業として相当なる規模の
下に、図書館の経営に努められんことを提議す。蓋しこは我県急要事業中の一にして、
又た余輩多年の宿望たるものなれば也。 

 

 桜井は「我県急要事業中の一」であるとまで言っている。図書館が不要不急の施設であ
ると現代では間々言われているが、桜井によれば新潟県にとって喫緊に必要な施設である
と指摘する（傍線引用者）（27）。 

 

  今や人文の発展日に月に隆にして、教育事業の経営は一日も忽にすべからざるものあ
り。国運の発展と云ひ、国富の増進と云ふ、詮し来たれば是れ国⺠の精神涵養に基因
す⽽して国⺠の精神や、国⺠の性格や、一に国⺠教育の力に拠らざるべからず。然ら
ば則ち国⺠教育の機関及其の経営の状況を精査せば、直ちに以て一国の将来を卜する
に足るものあらん。英独が今日の如き科学の進歩及び実業の隆盛は、深く教育に淵源
するものにして、実に学校教育と共に一般国⺠に対する社会教育の施設が多年甚大な
る貢献と偉大なる感化とを国⺠の精神に与へ就中社会教育の力が智育と徳育とを合せ
国⺠の多数者を陶冶し教養して、小にしては一地方を発達せしめ、大にしては国家を
進歩せしめし効果、頗る大なるものありと謂ふべし。 

 

 国家の発展は国⺠一人一人の「精神涵養に基因」しており、それは国⺠教育の力によっ
ている。イギリスやドイツが今日のように科学技術が進歩し実業も発達しているのは、み
な教育に由来するものであり、学校教育と共に社会人向けの社会教育は重要である。社会
教育の力に拠って「智育」と「徳育」を国⺠すみずみまで行き渡らせれば、小にしては一
地方の活性化につながり、大にしては日本という国が発展することだろう。ゆえに社会教
育施設としての図書館の建設はきわめて重要であると桜井は主張している。 

 智育と徳育の発達にみられるように、地方改良運動などの趣旨に沿った意見であるが、
イギリスとドイツの事例を示しているように、20 世紀初頭の時代において図書館がこのよ
うに「国⺠教化」施設として捉えられていたことは特に珍しいことではなかった。拙稿で
指摘したように、桜井も図書館を通じて日本国⺠の品位を向上させようと考えていたので
ある（28）。 

 続いて桜井は図書館の効用について次のように述べている（傍線引用者）（29）。 
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  所謂図書館事業とは広義の図書館経営を意味するものにて一定の位置、不動の建物内
に閲覧者の来たるのみを事とするにあらず、進で転々せしめ活動せしめ、以て社会と
接触し、各種各様の階級と親交するの機会を作り、如何にせば多数者が其顧客たり得
べきか如何にせば社会に善用さるべきか、如何にせば読書趣味を発達せしむべきか、
如何にせば閲覧者に利用せられ、如何にせば閲覧者を引附くべきか、如何にせば此の
県、此の地方の発達を助くるに至るべきかを間断なく実行せしむるにあり。斯の如き
方針を以て県⺠をして読書修養に力めしめ、以て向上発達の目的を達せんと欲するも
の也。 

 

 桜井の図書館論は実用を第一としており、ただ利用者が図書館に来館するのを待ってい
るだけではなく、図書館側が積極的に「各種各様の階級と親交するの機会を作」って、図
書館が利用されるように模索しなければならないと指摘する。また新潟県⺠にいかにして
読書趣味を定着させるか、どのようにしたら利用してもらえるのか考えなければならない
としている。戦前といえども国家の命で強制的に図書館を利用させていたわけではない。
県⺠に使ってもらえるような工夫が必要だったのである。 

 この一文は積善組合巡回文庫を設置した動機を述べているものではなく、あくまで新潟
県に公立図書館設置を促進させる桜井の檄文であるが、当然ながら巡回文庫を創設する直
接の動機につながっているものと考えられる。 

 積善組合巡回文庫が開設された 1908 年（明治 41）現在に存在した新潟県内の図書館は、
小規模なものが県内各地に数館点在しているに過ぎなかった。中蒲原郡加茂町（現・加茂
市）の加茂町立図書館が唯一の公立図書館で、県立図書館も未設置であった。あとはすべ
て私立図書館である。⻄頚城郡糸⿂川町（現・糸⿂川市）の私立糸⿂川図書館、北蒲原郡
神山村（現・阿賀野市）の私立積成図書館、北蒲原郡新発田町（現・新発田市）の私立新
発田図書館、中蒲原郡沼垂町（現・新潟市）の私立沼垂図書館、岩船郡村上町（現・村上
市）の私立岩船郡図書館、中⿂沼郡中条村（現・十日町市）の私立新座図書館、刈羽郡柏
崎町（現・柏崎市）の私立柏崎図書館である。新潟市の私立新潟図書館は休館中であった。 

 

3.3 積善組合関係者の文庫創設の意図 

 

林静治 

 桜井の文庫設置の狙いは先のとおりであるが、他の組合関係者の言葉も聞いておこう。
組合主事である林静治は、次のように文庫設置の意義を説いている（30）。 

 

  専ら県下の文化発展を計り、即ち読書の気風を養成せしめ、趣味と共に思想の向上を
促し、精神の訓育、知識の啓発等地方の教育を洽く進歩せしむる公益事業として、我
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県に於て歓迎すべき一大美挙たり。 

 

 「読書の気風を養成」・「趣味と共に思想の向上」の促進・「精神の訓育」・「知識の啓発等
地方の教育」等の充実が巡回文庫開設の目的として林は挙げている。 

 さらに林は巡回文庫を「旅行客」に擬し、地域住⺠が旅行客から受ける恩恵を次のよう
に評している（31）。 

 

  文庫は形体小なるも、内容大なり。唯見る、一個の小図書館が県下を旅行しつゝある
を。此れなり形体もて。各地に巡歴する旅行者を最も多く愛せらるゝ人には、最も多
くの幸福⾃ら与へらるゝものなるを。之を愛せざる人は、⾃ら利益を辞しつゝあるも
のなるべし。何となれば此旅行者の所持する宝物や、利益や、幸福やは実に無尽蔵に
して、此旅客より受くる宝物利益等は、永へに消滅せず。 

 

 林は図書館事業についてまったくの素人であるため、その準備作業は困難を極めたよう
だ。「意外の時日を要し、予想外に複雑なる事多く、殊に図書の蒐集と整理乃至器具の調整
等、初めての場所に、初めての仕事なるが故に、進捗思ふに任せず（32）」とその苦労を吐露
している。 

 また、文庫の蔵書について林は次のように述べている（33）。 

 

  選定され蒐集されたる図書は云ふ迄もなく、桜井氏の寄附になれるもの、加ふるに内
務農務商務両者、報徳会、建部（遯吾―引用者注）、⼾⽔（寛人―引用者注）の二博士、
留岡（幸助―引用者注）家庭学校⻑及び東京出版書肆等より、⾃らの著述若しくは出
版書若干と、篤志者の寄贈とを以てし、汎く社会の寄附を求めしものにあらずして（以
下略） 

 

 特に蔵書の蒐集については苦⼼をしたようだ。各地から書籍の寄贈を募ったが、それが
官庁や報徳会、東京帝国大学教授の建部遯吾と⼾⽔寛人などであった。⼾⽔は日露開戦の
急進派で政府に即時開戦の建白書を提出した七博士の中⼼人物である。これらの点から巡
回文庫の蔵書は「政府寄り」であるとみられているが、後述するように必ずしもそうとは
いえないようである。 

  

鷲尾義房 

 次に巡回文庫主任を任される鷲尾義房の言葉を聞いてみよう。鷲尾は、日清戦争、日露
戦争の勝利によって日本は「一躍世界列強の班に加はり、以て世界消⻑の運に参するの地
位を占むる（34）」ようになったが、「勿論現今の国際関係は未だ容易に武力を忽にすべから
ざるものありと雖も、是れより漸次其勢力を失ふに至るものあるや必せり（35）」と、現在で
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は武力だけでは世界の大国に⻑期間に渡って君臨することはできないと批判する。 

 現在では何が大国の条件として必要なのであろうか。鷲尾はそれが国⺠の品位であると
いうのである（36）。 

 

  近者我国は此大勢に鑑みる所あり、国⺠教化の度を高めんが為め、本年より義務就学
の年限を延⻑せり。是れ洵に国際関係を洞察して、国家の進運に応ずるの好手段たり。
夫れ国⺠教育を健実ならしむるは、即ち国家を隆昌ならしむる所以なり。⽽して之を
成には、小学教育を健実ならしむると同時に、⻘年の風紀を律し、知徳を啓発し、以
て学校教育の欠如を補ふに在り。即ち社会的教化を健実ならしむるに在り。 

  抑々⻘年の風紀を律し、知徳を啓発する道、数多ありと雖も、⻘年をして読書の趣味
を喚起し、⾃ら発奮精励せしむるに如くはなし。然れども人の産に⾃ら限りあり。其
好む所のものを悉く⾃ら得んこと、千金の子に非ざるよりは、到底能はざるなり。況
や未だ読書の趣味有せず、又仮令之を有するも、図書を購ふの余裕なき一般の⻘年子
⼥に於てをや。図書館は即ち其急に応ずる所以の機関にして、文明国には欠くべから
ざるものたり。 

 

当時の先進国であるヨーロッパ諸国、新興国であるアメリカ合衆国は国⺠教育を重視し
ており、日本も近年義務教育の修行年限を 4 年から 6 年に延⻑した。しかし義務教育であ
る小学校教育だけではやはり不十分で、その欠を補うために社会人対象の社会教育はかな
り重要である。図書を購入する余裕がない「一般⻘年子⼥」のために図書館は文明国にお
いては必要欠くべからざる施設であり、読書を通じて「⻘年の風紀を律し、知徳を啓発す
る」施設であると鷲尾は図書館の重要性を力説している。 

 しかしながら、現代日本では図書館は都市部に多く建設されている。その風潮を鷲尾は
「文明国としては未だ完璧を以て許す可らざるなり（37）」と批判し、農村部にこそ図書館が
必要だと主張する（傍線引用者）（38）。 

 

  蓋し一国の繁栄は都市の繁栄に因し、都市の隆盛は田舎の隆盛に依る。然るに我国の
俗都市を重んじ、田舎を賤むの風あり。従て田舎一般の⻘年子⼥は其質朴真摯の美風
を抛擲して、徒らに都市の軽佻浮薄の悪習を競うて模倣し、⽽かも得々然たり。物質
的文明の度進むに従て、益々其弊を加ふるの傾あるを見る。是れ一は田舎の⻘年子⼥
が⾃ら其本を究めざるに因ると雖も、一は彼等を指導する社会的制度の未だ完備せさ
るの罪に坐するや、亦大なりとす。故に彼等をして其固有の美風たる質朴真摯の志操
を保持して、益々之を発達せしめんには、須らく之を読書の力に須たざるべからず、
若し⻘年子⼥にして営業の傍ら、書冊に親むの美風養ふを得ば、啻に其俗を移し、風
を易ふるに多大の効果あるのみならず、其職業上有益なる知識を得、従て国家の健実
なる発達を遂ぐるに、大に貢献する所あるは、敢て喋々の弁を要せずして明かなり。
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巡回文庫設立の要旨は、正に此急務に応ぜんが為めなり。 

 

 傍線を付した箇所に明確に現れているが、鷲尾は読書をすることによって「田舎」の⻘
年子⼥の品位は向上し、都会の悪癖に染まることはないだろうと明確に指摘している。こ
の文庫開設の趣旨は提唱者桜井や林とも共通する認識であり、内務省で地方改良運動を推
し進めている井上友一や⽔野錬太郎とも共通する認識であつた（39）。 

  

3.4 開設までの準備 

 

 本節では巡回文庫開設までの準備についてみていくが、その概要は『積善組合巡回文庫 
第壱』に年表としてまとめられている。適宜引用をして解説を加えたい（数字・英字・傍
線・二重線引用者）（40）。 

  明治四十年十月一日、組合十 週
（ママ）

年記念式を挙行し、翌二日記念事業協議会終了後、

本組合の専務理事桜井市作が公益の為に、個人として巡回文庫を創設し、之を本組合
に寄附せんことを発表せり。依て本組合は之を継承し、之を経営することゝ為せり。 

  同年十月、本組合代理事務所へ向け、①各所に於て希望され、及び必要と認めらるゝ
図書に関する意見を照会せり。 

  同年十月、新潟県教育会を煩はして、②県下各地の図書に対する希望の調査を請へり。 

  同年十一月、Ａ桜井専務理事及林主事の両人東京市の重なる図書館、並に千葉県の巡
回文庫、其他成田の図書館（成田山仏教図書館―引用者注）等を視察し、且つ建部文学
博士（建部遯吾。社会学者。東京帝国大学教授―引用者注）に巡回文庫の設計を請へ
り。 

  同年十二月、鷲尾義房を聘して、巡回文庫事務主任を嘱託せり。 

  同年十二月、林本県内務部⻑、林学務課⻑、稲見勧業課⻑、相⾺地方課⻑、建部文学
博士、並に鳥居県 

教育会⻑（鳥居鍗次郎。弁護士。後に衆議院議員―引用者注）を招請して、巡回文庫に
関する協議会を開き大体の設計を定めたり。即ち先づ第一期計画を立て、漸次拡張増
進することゝし、③図書選択は建部、鳥居両氏を煩はし、主として鳥居氏に澹任を嘱
托せり。 

  明治四十一年一月、組合本務の事務多端にして、巡回文庫の事務を専らにすること能
はざりしと雖も、④図書の選択にも力を致せり。 

  同年二月、桜井、林、鷲尾の三名上京の際、建部博士の助力に依り、早稲田大学、博
文館、金港堂及其他の書肆に交渉し、右発行図書を特別割引を以て購入せり。 

  同年三月、林主事本県下大地主一行と共に、関⻄旅行視察の途次、大阪に於て文庫用
の図書を購入し、Ｂ更に山口県に赴き、同県の図書館及巡回文庫を視察して、大に参
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考に供したり。 

  同年四月、本県教育会雑誌主任大津音八氏を聘して、専ら図書の整理に力を致せり。 

  同年五月一日より七日迄、中蒲原郡⻲田小学校内に開催せられたる県下綿織物共進
会々場へ巡回文庫一個を廻附し、始めて公衆の閲覧に供したり。該期間中清棲本県知
事閣下、林学務課⻑、並福原県視学の諸官は特に同所へ出張して、文庫を視察せられ
たり。一は経験の為め、一は趣旨普及の為め、頗る益する所ありき。 

  同年五月十九日、当巡回文庫を私立図書館の組織となし、当市役所並県庁を経て、文
部大臣に開申せり。 

  同年同月下旬より六月上旬に弥り、林、鷲尾の両人閲覧所の設置、趣旨普及等の依頼
に関して、文庫巡回予定地へ出張せしに、各郡⻑、郡視学、学校⻑、各地有志諸氏並
に代理事務所の熱⼼なる尽力の下に、予期以上の進捗を以て、各地共に歓迎せらるゝ
の運に至れり。 

  同年五月下旬より六月中旬に弥り、本部事務員一同昼夜文庫の整理、発送の準備等に
従事し、以て第一期計画に関する準備を畧完成せり。 

  同年六月十七日、組合役員一同は内務、農商務両省出張官、県知事、事務官、各課⻑、
各郡市⻑、県郡市教育会⻑、県立学校⻑、各文庫閲覧所々在小学校⻑及本組合代理事
務所主任、其他関係者を事務所内に招請し、文庫発送記念茶話会を開き、且つ各文庫
を悉く閲覧に供したり。 

同年六月十八日、即ち本県地主会、斯⺠会、産業組合三会合同大会開催の当日を卜し
て、第弐号より第拾壱号に至る拾個文庫を左記の拾個閲覧所へ各一個を発送せり。 

（後略） 

 

 筆者が積善組合巡回文庫の準備で特に着目したのは、a.巡回文庫としてふさわしい書籍
の検討を入念に行っていること、b.他の図書館の視察をかなり実施していることの 2 点で
ある。 

 a.は数字と傍線で示したが、最初の①②で新潟県内各地に設けられている積善組合代理
事務所を通して、各地の希望図書を聞いていることが分かる。先行研究でこの点を指摘し
ているものは、竹林熊彦のみである（41）。現地の希望を調査していることは特筆して良い点
であろう。実際に選書を行ったのは、③④によれば建部遯吾と鳥居鍗次郎であったようだ。
選書については後で詳しくとりあげたい。 

 b.は英字と二重線で示したが、Ａ二重線部によれば巡回文庫開設に先立って桜井、林な
どの組合幹部が東京市立図書館、千葉県巡回文庫、成田山仏教図書館などの当時有名な図
書館を視察している。さらに林は B 二重線部によって示したように、佐野友三郎が運営を
し、当時高い評価を受けていた山口県の巡回文庫を視察している。積善組合は図書館事業
に関しては小川剛が指摘したようにまったくの素人であったことは間違いないが、視察を
行って「先進事例」に学び巡回文庫事業について研究を重ねたことが窺える。林や鷲尾は
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視察報告も公開しており、この検討も後に行う。 

 巡回文庫の設計は、新潟県出身の社会学者で東京帝国大学文科大学教授の建部遯吾によ
ってなされた。 

 1908 年（明治 41）5 月 1 日から 7 日間に渡って、中蒲原郡⻲田町（現・新潟市江南区）
の⻲田尋常高等小学校（現・新潟市立⻲田小学校）で開催された県下綿織物共進会におい
て試験的に巡回文庫箱 1 個を持ち込んでいる。これが県⺠に利用された初めての事例であ
る。 

 ⻲田尋常高等小学校での成功を受け、積善組合の巡回文庫事業が正式にスタートした。 

  

4.林静治・鷲尾義房の図書館見学 

 

 文庫開設にあたり、組合は林静治と鷲尾義房に先進事例の視察を命じている。文庫設計
者の社会学者建部遯吾も「其当時積善組合員も、又寄附者たる櫻井君も、誰も巡回文庫に
付て何等の智識をも有せなかつたので（42）」と述べているが、積善組合で図書館や巡回文庫
に精通しているものは皆無であった。そのため視察が必要という判断になったわけである。
彼らは先進事例をみて何を感じたのだろうか。本章では視察報告から読み取っていきたい。 

 

4.1 林静治 

 

林は東京・名古屋・大阪の正式な視察旅行終了後に「特別視察」としてさらに⻄に足を
伸ばし、広島県、山口県を回っている。山口県は 1908 年（明治 41）3 月 8 日より 10 日に
かけて視察を行っており、県内の図書館を訪問している（43）。 

 

  ⽽して県⺠一体の教育志想の進歩実に驚くべきものあり、図書館の盛大なる、閲覧者
の多数なる、真に一考すべき価値あるを覚ゆ、何が故に一考すべきか、余は思へり教
育の進歩しつゝある地方なるが故に斯種の事業発達すと云ふべきか、更らに又図書館
そのものが地方の教育を普及せしめ読書趣味の養成と共に人格の修養、人性の向上を
助成せしむると謂つべきか、云ふ迄もなく共に相依り、相俟て、然らしむるものなら
んと雖も、余は此町を去りて郡内の村落に到り、図書館の設立されある村内の状況を
視察して、実に図書館の効果が直接に将た間接に偉大なるものあるを感ぜざるを得ざ
りしなり、余は山口土産として、我県人士に図書館の各部落に普く設立せられんこと
に努力を希望して止まざるなり。 

 

 林は山口県の図書館状況を熱烈に高く評価している。当時の山口県立山口図書館⻑は佐
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野友三郎であり、林は「図書館の経営には斯界のオーソリテーとも云ふべき佐野館⻑に⾯
会して、詳しく承りまして、多くの利益を得ましたのであります（44）」と記しており、佐野
から図書館経営や巡回文庫運営を直接教授されている。林の報告は、鷲尾が著した『図書
館視察概要』にも詳しく記されている。詳細は後述する。 

 当時の山口県は、佐野の指導のもとに順調に図書館の数を増やしていったようであるが、
増加した理由について林は次のように分析している（45）。 

 

  山口県下に於ける図書館設立の気運は、山口町に在る県立図書館の事業たる巡回文庫
に依りて促されつゝあるものなり。各地に於て文庫の巡回されんことを請求し、懇望
し来たるも、仮令小設備なるも其地に図書館の設けなきに於ては郡市役所を除きて其
求めに応ぜざるを以てなり、即ち文庫巡回の条件としては、必ず地方の図書館内にそ
の閲覧所を置くことに限りつゝあるを以て、⾃づから其必要に迫まり、各部落に小図
書館の設立計画あるを見るに至るの状況を呈しつゝあるものにして、初めは地方に於
て乗り気にあらざりし処も、今は進んで村費を以て多額の支出を為して館の新築を為
さんとしつゝあり、此の如き風潮は豊富に一地方の利益を増進することのみ云はんや、
真に其感化絶大なるものあらんとす。 

 

 山口では巡回文庫を地方に派出する条件として、その土地に設備が簡素であっても常設
の図書閲覧所がなければ巡回ルートに乗せないことにしていた。林はこの点を高く評価し
ている。林は山口県玖珂郡新庄村（現・柳井市）の新庄小学校同窓会が設立した私立新庄
図書館も訪問し、⼾数 400 という小規模⾃治体も図書館を設置していることに感銘を受け
ている（46）。 

 林は様々な図書館を視察したようだが、この視察報告で図書館の記述で一番ページを割
いているのは山口県の図書館である。林は山口の図書館を手本として積善組合巡回文庫の
開設準備を進めたといえる。 

 林は図書館視察旅行を終えた後に、新潟県教育会総集会で「巡回文庫事業に就いて教育
者諸君に望む」と題する講演を行っている。そこで林は、積善組合巡回文庫の協力を新潟
県内の教育関係者に呼び掛けているが、視察旅行の成果もふんだんに取り入れて図書館の
重要性を力説している（47）。 

 

  申す迄も無く、国⺠教育を健全ならしむるに就きましては、一校の小学教育を完全に
すると共に、また之を補ふ所の社会教育が必要であることは、喋々を要しませぬ次第
であります。乃ち地方の⻘年の風紀を振作し、智識を啓発するといふことは、最も国
⺠教育を健全ならしむるものであります。併しながら社会教育を健全ならしむるには、
種々の方策がありますが、その機関としては、主として次の四つが必要とされて居る
やうであります。乃ち講習講話、図書館、及び此の巡回文庫であります。それで読書
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力を養成し、公徳を涵養して往く為めに、図書館が設置されて居るといふことは、申
すまでも無いことであります（後略） 

 

「公徳⼼」が日本国⺠に欠如しているものとして、林は南葵文庫における次の事例を挙
げている（48）。 

 

各県の図書館へ参りまして御尋ねをした所が、最も困つて居るのは、公徳⼼の欠乏、
これには何方でも困り切つて居る。 

 

 その実例として、紀州徳川家の当主徳川頼倫侯爵が⾃邸内に開設した図書館「南葵文庫」
を挙げている（49）。 

 

  徳川侯爵の邸内に図書館が出来て居りまして、閲覧室のみでも拾余万円を費して建築
せられたのでありますが、之を公開するに就て、困難をして居られるのは、彼の中に
容易に得られぬ所の珍書珍者が幾らもある、それを閲覧者が切るとか、持ち去るとか
いふやうなことがあつたならば、千金に代られないといつて、非常に困つて居られま
した。主人公たる徳川侯爵は、海外を視察して来られたので、それは仕方が無いとい
つて居られました。これは到る所の図書館の管理者からも伺ふのでありました。 

 

 ところが山口県ではそのようなことが起きてないことを知り、林は次のように絶賛する
（50）。 

 

   然るに山口県に於ては、閲覧者を泥棒視して居らぬといふことでありますが、私は
山口県の公徳⼼に富んで居ることを感じたのであります。必竟読書力が発達して居る
結果であらうと思ひます。 

 

読書を山口県⺠がすることによって、品位が向上して「公徳⼼」が芽生えたと林は思っ
たのである。図書館や巡回文庫を整備する意義を、林は次のように述べている（51）。 

 

  文庫の形は甚だ小さく、中に這入つて居る所の本の数は僅か百四五十冊さへ無い、併
しながら形は小さく本の数は少なくとも、此小さい仕事に依りまして、無形の感化を
大ならしめたい、仮令此文庫は小でもこれに依て啓発せらるゝものが大ならんことを
希望して止まないのであります乃ち之が為めに土地の読書力が高まつて来て、或は図
書館が出来、或は風紀が改善され、智識が発達し、地方の利益が増進するといふこと
になりますれば（後略） 
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 視察旅行を通して、⺠衆に読書をさせれば「公徳⼼」が芽生えることを林は確信したの
である。 

 

4.2 鷲尾義房 

 

 鷲尾は桜井から巡回文庫主事を任命されており、実質的な責任者であった。鷲尾は林以
上に多くの図書館を視察している。その報告書による 9 館の名があがっており、それは帝
国図書館、東京帝国大学図書館、第一高等学校図書館、大橋図書館、南葵文庫、早稲田大
学図書館、千葉県巡回文庫、成田図書館、大阪府立図書館などである。 

 全てではないが、鷲尾の図書館の寸評が載っているので紹介をしたい。 

 

東京帝国大学図書館・第一高等学校図書館 

 東京帝国大学図書館について、「⽽して其蔵書冊数の多きこと遥かに帝国図書館に超ゆ。
唯惜むらくは斯る有益広大なる図書館を公開するに至らざるを。是れ一は学生及教授等の
便益を謀るに専らなると、一は閲覧室の狭隘なるとの罪に座するに由ならん（52）」と閉架制
を批判している。当時東京帝大に隣接していた第一高等学校の附属図書館は「其規模甚だ
小にして事務処理等も亦極めて簡単実用を旨とせり。（中略）故に爾来小規模の図書館を建
設せんとする人士は範を当図書館に取るの適切なるを観る（53）」と、こちらは組織形態を評
価している。 

 

千葉県巡回文庫 

 千葉県巡回文庫は 1907 年（明治 40）6 月に、「国⺠教化の進歩を図らんが為めに、県の
事業として（54）」創設された。 

 鷲尾が訪問したのは開設から 1 年が経過したばかりではあるが、積善組合が開設を準備
している巡回文庫事業の先行事例であり、鷲尾も詳細に観察をしたようである。しかしな
がら千葉県の事業は多々問題点があった（55）。 

 

  吾人千葉県に赴き、其文庫巡回の実況を視察し、且つ⽼熟なる小学校⻑に就て之を聞
くに、文庫を利用する範囲甚だ狭小にして、小学校出身者の年少者其大部分を占め、
其他は管理者より閲覧を請求するに非らざれば、⾃ら進んで文庫を利用するものなき
の実状なり。是れ一は文庫所属の図書が極めて平易通俗なると、一は閲覧期間僅少な
ると（一ヶ年に一ヶ月位）に因するならん。誠実⽼熟なる某小学校⻑憤慨して吾人に
告げて曰く、千葉県人は資性軽薄にして「ジミ」なる事業に従事することを好まず。
従つて読書と親しむの風潮に乏しきは決して怪むに足らざるなりと。今や巡回文庫創
設せられ、未だ之を利用する者盛なるに至らずと雖も、是に促されて各所に小規模の
図書館の創設せらるゝもの数個に及べり。是に由て之を観れば、当県に於ける巡回文



『図書館綜合研究』no.22，2022.8. 

19 
  

庫の事業決して途爾に非らざるなり。若し夫れ当局者にして爾来益々熱誠に奮励せば、
文庫創設の要旨の貫徹や、日を期して俟つべきなり。 

 

 利用者は小学校出身者が大半で、蔵書も「平易通俗」なものが多く、その管理は各地の
小学校訓導が担当することになっていたが地味な図書館の仕事に教員はみな関⼼が薄く、
あまり活発ではなかったようだ。 

林は明言を避けているが建部遯吾は、千葉県巡回文庫は「殆ど何等の参考とならず、僅
かに箱の構造等に付て、幾分か得る所あるに過ぎなかつたのである（56）」と率直に先行事例
として役に立たなかったと述べている。先行研究では積善組合巡回文庫は、千葉県巡回文
庫の不備を補って反⾯教師的に参考にしたと説明されているが（57）、そういったことはな
いといえる。 

 

山口県立山口図書館 

 山口県立山口図書館は鷲尾⾃身は訪問しておらず、林静治が 1908 年（明治 41）3 月 9

日に訪問した際の報告を『図書館視察概要』でまとめている。 

 山口図書館の案内は、当時の図書館界で超有名人であった佐野友三郎館⻑⾃らが行って
いる。林はそのことに感激をしているようだ。 

 山口図書館は当時としては珍しく開架制を採用していた。他の多くの図書館は閉架制で
あったが、その理由の一つに利用者が蔵書を盗むことにあった。その点を林は佐野に質問
したのであろう。佐野は次のように答えたという（58）。 

 

  吾人は閲覧人を尊重して盗人視せず。従て図書の一部を閲覧人の⾃由閲覧に供すれど
も未だ嘗て図書の損失をなしゝことなしと。 

 

 この回答に林は「同県に於て教育の普及せる、亦以て其一端を窺ふに足る（59）」との感想
を抱いている。蔵書の盗難が起きないのは、社会人に対しても教育が徹底しているからだ
と思ったのである。この点は地方改良運動の目的である「品位向上」が、山口県で達成さ
れていると林は考えたのであろう。 

 山口図書館は児童閲覧室を設置しており、わが国における児童サービス草創期の代表事
例であった。林は児童室も開架制であることに驚き、また今まで紛失した図書がないこと
にも驚いている。この点について佐野は次のように語ったという（60）。 

 

児童閲覧室建設の要旨は幼少より読書趣味を養成せんが為めなりと。当市の児童亦其
厚意に負かす、放課後徒らに悪戯に耽るをなさす、群をなして当館に来り、孜々とし
て読書に耽る。今や吾人は腕白盛りの可憐なる児童が群集して読書に余念なき状況を
目撃して、津々たる無限の感興に打たれり。 
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 佐野は林に児童室設置の趣旨を、幼少時から読書趣味を定着させるためであると説明し
たようだ。読書によって子どもたちの人格が錬磨されたのか、蔵書をぞんざいに扱う子ど
もはいなかったようである。林はおそらくこの事をもって、読書の教育効果を実感したも
のと思われる。 

 なお、林の報告を鷲尾が⾃著で記していることを考えると、両者の山口県立山口図書館
に対する見解は一致しているとみて差し支えないだろう。 

 

私立新庄図書館 

 私立新庄図書館は前述したように、山口県玖珂郡新庄村にある私立図書館である。新庄
小学校⻑小田浩の尽力により、小学校同窓会の協力を得て村⺠に寄付を募り同小学校内に
設置された、きわめて小規模な図書館である。なお私立新庄図書館も鷲尾は訪れておらず、
『図書館視察概要』には 1908 年（明治 41）3 月 10 日に林静治が訪問した際の概要を、鷲
尾がまとめている。やはり両者の見解は一致しているとみて差し支えないだろう。 

 私立新庄図書館はどのような経緯で設立することになったのであろうか。玖珂郡新庄村
は⼾数 400 の非常に小さな農村である。図書館設立の経緯は次のようなものであった（61）。 

 

  同村の小学校⻑に⽼実なる校⻑小田浩氏あり。数年前より斯校を中⼼とする同窓会の
重なる人士と相謀り、村内を遊説して漸く百円許の寄附金と古本の寄贈とを受け、始
めて図書館の基を創めたり。 

 

 新庄小学校⻑の小田浩が中⼼となって、村⺠に金銭と書籍の寄付を募り、ようやく開館
に漕ぎ着けたようである。現在は村費から 50 円を支出してもらい、うち 20 円を図書購入
費に充て、30 円を基本金として積み立てているようである。私立新庄図書館は小田校⻑の
個人的な尽力が大きいといえる。 

 図書館は村⺠ならば無料で利用することができ、基本的に館内閲覧のみの利用形態のよ
うであるが、幹事または校⻑の許可を得た者には 7 日から 10 日までの館外貸し出しも認
めていた。平日は午後 2 時から 5 時、日曜日は午前 9 時から午後 4 時までの開館で、祝祭
日のみ閉館であった。月に 3 回夜間開館も行っていたようである。 

 私立新庄図書館の管理・運営は小学校同窓会、⻘年団が中⼼となって行われており、「同
窓会員及⻘年団員は互に相協力して、図書館の整理や気風の改新に力を致し（62）」ている。 

 鷲尾は林の報告を以上のように要領よくまとめたうえで、次のように私立新庄図書館を
高く評価している（63）。 

 

  回顧すれば最初小田氏が同窓会員と相謀り、率先して図書館を創設するや。其規模甚
だ微々たりしも、⻘年諸士の熱誠によりて漸次拡大し、今や二千有余円の村費を投じ
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て一図書館を新設せんとするに至り、且つ⻘年の気風大に一変せりと。嗚呼地方に於
ける図書館と⻘年団体、識者たる者豈鑑みざるべけんや。 

 

 新庄村は小学校敷地内に図書館の新築を計画しており、小田校⻑が独力で始めた事業が
村⺠と村まで動かして図書館づくりに懸命に励んでいる。鷲尾はそのことに賛辞を惜しん
でいない。図書館建設の背景に、鷲尾は山口県立山口図書館⻑佐野友三郎の影響があると
指摘する（傍線引用者）（64）。 

 

  山口県立図書館⻑佐野友三郎氏は能く斯業に精通し、且つ満腔の熱誠を以て斯業に全
力を傾注し、為に斯界の「オーソリテイ」と称せらる。吾人今や其人の謦咳に接し、

益々其然るを観る。吾人嚢に大坂
（ママ）

図書館を観て其壮麗なるを賛し、⽽して今や山口図

書館に来り、其秩序整然として能く公衆の利用する所となるに激す。是に於いてか知
る、斯業の活用も亦器に非らずして人に在るを。 

 

 実際に佐野と会ったのは林なので、鷲尾のリポートは林の受け売りであろうが、鷲尾も
佐野の影響は強く受けていると思われる。林は山口県立山口図書館がよく県⺠に利用され
ていることに感激している。 

 

山口巡回文庫 

 山口巡回文庫も佐野友三郎の指導によって設けられたもので、1904 年（明治 37）1 月
に開設された。この巡回文庫は「地方公衆の為め、一般公衆の趣味に適する通俗図書」を、
「期間を定めて之を県下各都市に廻付し、群市⻑之を管理して公衆の無料閲覧に供」して
いた（65）。山口県立山口図書館もそうであったが、巡回文庫においても「借覧を許すと雖
も、図書の紛失毀損すると稀なりと。是れ当県の誇りとするの所なり（66）」と述べている。
巡回文庫においても蔵書の紛失・毀損は少なかったのである。なお、山口巡回文庫も林静
治が 1908 年（明治 41）3 月 9 日・10 日に訪問した際の報告を、鷲尾が文章化したもので
ある。 

 巡回文庫の先進事例として、林・鷲尾共に山口巡回文庫を非常に高く評価している。巡
回用の箱のサイズから巡回ルートに関しても詳細にリポートされているが、筆者が気にな
ったのは「購入図書の選択は本館⻑に一任し、館⻑は害毒を読者に及さゞる図書を標準と
して適意購入す（67）」という箇所である。やはり「害毒ある図書」は外して選書しているの
である。 

 鷲尾は山口巡回文庫について紹介をしたうえで、次の言葉で最後を締めている（68）。 

 

  山口県に於て一度巡回書庫の制布かるゝや。⺠人競うて是れが利用に力め、又各地に
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数多の図書館を創設し、以て国⺠教化の開発に孜々たり。今之を千葉県に於ける巡回
文庫の微々として振はさるに比しゝ其因て来る源泉を考察せば、吾人後進者の大に奮
励せざるべからざるものありて存す。 

 

 鷲尾は山口巡回文庫を「国⺠教化」の一環として捉え、それが「成功」していることに
賛辞を惜しまない。国⺠教化の内容は読書による国⺠の品位向上にあったので、開架から
蔵書の盗難がまったく起こらないことは鷲尾にとって、国⺠教化が成功している証拠と映
ったのである。 

 巡回文庫の先進事例として、鷲尾は千葉県と山口県を紹介しているが、山口の事例が素
晴らしすぎるので千葉を幾分貶すような記述もある。鷲尾も千葉県巡回文庫から影響を受
けることはなかったようだ。 

 さて、次章からは積善組合文庫の実際の活動について検討をする。 

 

5.第一期巡回文庫の運営 

5.1 開設直後の巡回文庫の運営方式 

 

 ⻲田尋常高等小学校での成功を受け、1908 年（明治 41）6 月 18 に新潟県内 10 箇所に
巡回文庫が発送された。これが第 1 期計画の巡回文庫で、1908 年（明治 41）6 月から始
まり、1911 年（明治 44）2 月まで実施された（69）。第 1 期第 1 年目の閲覧場所は次のとお
りである（70）。 

1 ⻄蒲原郡和納村（現・新潟市⻄蒲区） 和納尋常高等小学校 

2 三島郡与板町（現・⻑岡市） 与板尋常高等小学校 

3 南蒲原郡見附町（現・見附市） 見附尋常高等小学校 

4 南⿂沼郡塩沢町（現・南⿂沼市） 塩沢尋常高等小学校 

5 北⿂沼郡小千谷町（現・小千谷市） 小千谷小学校 

6 中頚城郡直江津町（現・直江津市） 直江津尋常高等小学校 

7 ⻄頚城郡糸⿂川町（現・糸⿂川市） 糸⿂川尋常高等小学校 

8 中蒲原郡⻲田町（現・新潟市江南区） ⻲田尋常高等小学校 

9 北蒲原郡新発田町（現・新発田市） 柴田本村尋常高等小学校 

10 岩船郡村上町（現・村上市） 村上尋常高等小学校 

 これら 10 箇所に 1 箱の巡回文庫が発送され、順次すべての閲覧場所に廻送された。10

個の箱がすべて回覧されるように廻送ルートは考案されていた。 

 この閲覧場所 10 箇所は第 1 期計画に基づくもので、県内各郡に 1 箇所ずつ閲覧場所を
増設した後は、積善組合の代理事務所に閲覧場所を設ける計画であった（71）。 
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5.2 さらなる巡回文庫の整備 

 

巡回文庫の拡充 

 第 1 期の巡回文庫が稼働している最中にも、着々と事業の拡充は計られていた。引き続
き『積善組合巡回文庫 第壱』に依拠しながらみていきたい（数字・傍線引用者）（72）。 

 

  同年（明治四一年−引用者注）八月一日、和納閲覧所を弥彦閲覧所に移し、爾来同閲
覧所に於ては、①普通の巡回文庫を廻附する外に、特別文庫を常置し、休止期間を廃
止して、常に公衆の閲覧に便せり。 

  同年十一月、本県内務部⻑深町錬太郎氏は特に本組合巡回文庫の為に、同志と相謀り
て、②図書寄附組合を組織せられ、爾来図書の集まる毎に、之を当文庫へ寄贈せらる。 

  明治四十二年二月、巡回文庫の図書を臨時各所へ廻附するの目的を以て、従来の文庫
の半形のものを調製し、之を特別文庫と名けたり。 

 

 ①は巡回文庫のほかに常設の図書館（特別文庫）を和納閲覧所に開設したことが記され
ており、②は安定的に図書を得られるように図書寄附組合を組織したとある。 

 当時の地方農村では読書に対する偏見も強く、読書をしていると労働をサボっていると
思われていた。そういった遅れている認識を払しょくするために、児童に対しては次のよ
うな利用促進策を積善組合は行っている（73）。 

 

  明治四十二年五月、読書の美風を一層普及せしめんが為め、其奨励法として、各閲覧
所に於ける学齢児童及其他の⻘年中より、品性佳良にして、最も多く文庫中の図書を
閲読せしものを、各所其各種各一名宛を表彰することゝし、其推薦を各閲覧所を在小
学校⻑に依頼して、夫々回答を得たり。 

  表彰者には、同年六月一日附を以て、表彰状一枚と、純銀製「メダル」壱個とを贈呈
せり。（中略）「メダル」は純銀製にして、表⾯に菅公の肖像を、裏⾯に表彰積善組合
巡回文庫てふ文字を刻す。 

 

 最も多く巡回文庫を利用したものを各地の小学校⻑に依頼して推薦してもらい、巡回文
庫から表彰状と純銀製のメダルを贈呈したとある。その目的は「読書の美風を一層普及せ
しめんが為め」であり、対象者は児童と若者であった。 

 

常設図書館の開設 

 1909 年（明治 42）12 月に、積善組合結成 10 周年記念として「仁堂」なる公会堂を本
部事務所の隣に建設した（74）。 
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  同年十二月、本組合法人組織十 週
（ママ）

年記念として、仁堂と称する一公会堂を本組合事

務所の隣地に新築せり。是れ一は組合員集会並講話会場に、一は公衆の図書閲覧所に
充て、以て社会教育の普及を図らんか為なり。 

 

 ここにおいて積善組合は巡回文庫ばかりではなく、常設の図書館も備えるようになり、
組合員が利用できるようになった。仁堂は翌年の 1910 年（明治 43）5 月 16 日に開館式が
挙行され、翌 17 日から一般利用を開始した。平日は午後 6 時から午後 9 時まで、休日は
午前 9 時から午後 4 時までの開館時間で、無料で利用することができた（75）。 

 当時、1902 年（明治 35）5 月に開館した新潟図書館は 1907 年（明治 40）3 月に蔵書一
切を新潟市に寄贈して休止状態になっており（76）、新潟県内では図書館が非常に乏しい状
況にあった。そのような現状を打開するべく、積善組合は新潟図書館再開に向けての援助
を行っている（77）。 

 

  同年（明治 43 年―引用者注）四月下旬より五月上旬に弥り、特に鷲尾主任を出張せし
めて、多年公開を断絶せる新潟図書館の再興を助け、図書の整理並公開に努力せり。 

 

 金融が本業の組合が、私立図書館再開の手助けをするというのはかなり異例なことでは
あるが、そのようなことができるほど、積善組合巡回文庫は好調であったということなの
だろう。やはりそれは政府からの評価が高いということも大きく影響していたと思われる。 

  

政府からの高い評価 

 積善組合の活動は、早くも 1905 年（明治 38）10 月 3 日刊行の『官報』に「新潟市社団
法人積善組合ノ状況」と題して、内務省職員が執筆したリポートが掲載されており、この
頃から内務省に活動が知られていたことが窺える（78）。 

 内務省は引き続き積善組合に関⼼をもっていたようで、1909 年（明治 42）に巡回文庫
事業を開始すると資料を送ることを要求している（79）。 

 

  同年（明治 42 年−引用者注）六月廿五日、壱個の文庫内に各種類の図書若干冊、及び
本県を紹介すべき書類を収容し、併て文庫の組織に関する諸印刷物を添へたるものを
内務省へ向け発送せり、右は七月同省に於て地方改良事業に関する講習会開催に付き、
同省よりの依頼に応じ、参考に供せんが為めなり。 

 

 さらに同年 10 月、内務省庁舎内で開催された「地方改良事業展覧会」には、臨時に巡回
文庫箱一個を出展している（80）。 
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  同年十月、再ひ内務省の依頼に応し、臨時文庫一個を編成して、之を同省内に開催せ
られたる地方改良事業展覧会に廻附せり。 

 

 このように積善組合の活動は、内務省から高く評価されていたことがわかる。この点は

例えば 1907 年（明治 40）10 月 1 日・2 日に渡って開催された「積善組合十 週
（ママ）

年記念式」

に、内務省からは原敬内務大臣と内務省参事官矢田増太郎が祝辞を寄せ、さらに内務省地
方局⻑中川望が新潟市まで出張して祝辞を述べていることからも明白であろう。ちなみに
農商務省は、松岡康毅農商務大臣が祝辞のみ送っており、現地には官吏を誰も派遣してい
ない（81）。 

積善組合は内務省との結びつきが強いが、宮内省からは教育勅語の謄本を、1910 年（明
治 43）3 月 7 日に下賜されている（82）。 

内務省が特に積善組合に対して金銭的、物質的な援助を行ったわけではないが、同省と
の結びつきは他省と比較すると深いといえるであろう。 

  

5.3 巡回文庫の蔵書 

 

 どのような書籍を巡回文庫は新潟県⺠に届けていたのだろうか。1908 年（明治 41）4 月
23 日現在の『積善組合巡回文庫総目録』に依拠して筆者が気になる点を抽出して紹介した
い。第 1 期の蔵書は、下記のように 11 類に分類されていた。 

第 1 類 歴史、伝記、地理、紀行、雑 

第 2 類 教育、倫理、雑 

第 3 類 宗教、哲学、経学、雑 

第 4 類 政治、法律、軍事、社会、雑 

第 5 類 経済、財政、雑 

第 6 類 文学、美術、諸芸、語学、雑 

第 7 類 産業、工芸商業、交通、雑 

第 8 類 数学、理学、工学、医学、雑 

第 9 類 類書、叢書、随筆、雑 

第 10 類 統計、辞書、目録、雑 

第 11 類 新聞、雑誌（83） 

 合計部数は 1,305 部、1,350 冊であった。またこれらとは別に「特別文庫」なるものも
『総目録』には掲載されている。「特別文庫」とは次のような説明文が冒頭に付されている
（84）。 

 

  以下掲ぐる図書は桜井市作氏の蔵書にして公衆の請求により随意退出借覧することを
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氏が特に許容せるものなり。 

 

 桜井専務理事の個人蔵書も利用者が請求すれば、貸し出しも行っていたようだ。この特
別文庫は 104 部 180 冊登録されている。 

次に蔵書の選択に関してであるが、『新潟県教育百年史 明治編』によると次のように記
されている（85）。 

 

  （前略）その経営方針は、健全な思想を育成することをねらいとし、そのころ、よう
やく発達しつつあった。社会主義思想をおさえ、思想善導をはかるため、社会主義に
関係し、「公安を害するおそれ」のある図書は除去している。 

 

『新潟県教育百年史 明治編』のこの記述は影響力があるようで、東京大学教授小川剛が
執筆した『日本近代教育百年史』でも引用されている（86）。はたしてこのような理解は正し
いのであろうか。巡回文庫主任の鷲尾義房の言葉を聞いてみよう。鷲尾は「選書基準」に
ついて次のように述べている（傍線引用者）（87）。 

 

  組合では最初図書を選択する上に於ては大分苦⼼を致しました。道徳を鼓吹せねばよ
からぬかと云ふて余り堅苦しいもの許りでもよくない。経済思想を奨励せねばならぬ
と云うことも余り乾燥しすぎてはいけぬ。文学の本を多くすればよいとて余り軟か過
てはいかぬ。其何れの種類のものに致しましても余り程度の高い本では実益が少ない
何となれば巡回文庫は余り知識の程度の高くない土地へ巡はすのでありますから、以
上の理由で各種の方⾯の意見を参酌して先づ今回の様な図書を蒐めた次第であります。
殊に第六種中に講談本を多く蒐めたのは、此等の種類は余り知識の程度の高くない、
所謂町村の若衆連に読書趣味を養成するに最も適切で、且つ所謂日本固有の国風を涵
養するに有効であると信じたからであります。然し其選択には頗る意を用ゐたので、
原則として忠臣義士や仇打や侠客や武勇に関するものゝ伝記類を重に蒐めたのであり
ます。実際各所の閲覧所に就いて調べて見ますると、講談本が盛に歓迎されて居りま
す。 

 

 巡回文庫蔵書を選択する上ではかなり苦労をしたと鷲尾は述懐している。「余り知識の
程度の高くない土地」を中⼼に巡回させるので、第六種は講談本を中⼼に選書したという。
講談本は「読書趣味を養成するに最も適切」で、「所謂日本固有の国風を涵養するに有効」
であるのが選書の理由だという。「忠臣義士や仇打や侠客」などの武勇譚を中⼼に選書し、
講談でも人情話や⼼中ものなどは受け入れなかったようだ。 

 しかし「第六類」の目録をみてみると、講談本はほとんどない。わずかに、天籟居士『大
久保彦左エ門笑話』があるばかりである。目立つのは子供向けの「伽噺」で、巌谷小波の
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著書が 104 冊も選書されている（88）。 

 また「第六類」には意外と高尚な書籍も多い。新井白石『折たく柴の記』、三木五百技講
『紫式部日記講義』、武嶋又次郎『国歌評釈』、夏目漱石『鶉籠』、浅野和三郎訳『クロスマ
スカロル』、早稲田大学『大隈伯演説集』、正宗白鳥訳『イリアツド物語』、中村可雄『シエ
ークスピーヤ』、柴田流星訳『アンナカレンナ』などという書名もみられる（89）。国内外の
名作文学作品が多数確認されるので、この『総目録』掲載図書以外にも鷲尾が講談本など
を調達して巡回文庫蔵書に加えた可能性がある。 

 また「第四類」の「（四）社会」には驚くべき書名もあがっている。高橋五郎『社会主義
活弁』、山路弥吉（愛山）『社会主義管見』、久松義典『東洋社会党』、⻄川光次郎『社会党』、
経済世界『労働政策』など社会主義や社会党の書籍が巡回文庫に加えられているのである
（90）。さらに桜井私蔵の「特別文庫」には、幸徳伝次郎（秋⽔）『平⺠主義』、同『社会主義
神髄』といった社会主義の書籍も所蔵が確認され、利用者から希望があれば貸し出してい
たようだ。 

幸徳秋⽔はこの『総目録』が発行された 2 年後の 1910 年（明治 43）に明治天皇暗殺を
計画したという嫌疑で検挙され、翌年に死刑が執行された。このように社会主義の書籍も
当初は巡回文庫が所蔵していたことが判明した。 

ただこれらの蔵書は後に撤去された可能性が高い。明治 43 年度の『教化事業報告 第
二』には次のような文言がある（91）。 

 

 本年度（明治 43 年度―引用者注）に於て、東京附近の某県巡回文庫には、社会主義並
⾃然主義に関する幾多の図書編入せられ、頗る物議を醸し、且つ其筋に於ては、図書
館に対し、斯種の図書公開に対して取締を厳にせられたるを聞き、本組合巡回文庫は
当初以来、図書の選択を厳にし、斯種の図書は勿論、苟も公安を害する虞あるものは、
之を収容せざりしも、此際尚ほ一層精査を加へ、各閲覧所公開の文庫収容図書総数二
千数百冊より、内容に於て支障なきも、名称に於て聊か穏当を欠く図書十数冊を除去
せり。 

 

1910 年（明治 43）は大逆事件が起こった年であり、当局は「社会主義」と冠された図
書にかなり警戒をしていたのであろう。1908 年（明治 41）作成の『総目録』では山路愛
山の社会主義と冠された著作もあり、また桜井の個人蔵書ではあるが幸徳秋⽔の著作も閲
覧ができたようだが、これらが「内容に於て支障なきも、名称に於て聊か穏当を欠く図書
十数冊」の中に入っていると推測される。 

 

5.4 利用状況 

 

 巡回文庫の利用状況に関しては先行研究でも詳細にふれており（92）、本稿で改めて再集
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計する必要は感じないが、当時刊行された報告書を引用して利用実態を確認したい（93）。な
お誤算箇所はそのままにしている。 

 

  第一期間に於ける成績は、十二ヶ常設閲覧所の外、臨時各地に文庫を廻附して公開せ
るものを通計すれば、閲覧日数七千三百七十七日、閲覧人員七万四千九百四十四人、
閲覧図書七万五千百八十八冊なり⽽して各所に廻附せし図書を通計すれば、四千三百
四十一冊（同一文庫ヲ各所ニ廻附セシモノヲ通計スレハ一万九千四十三冊―原文は丸
括弧内割注。引用者注）なり。即ち一日平均閲覧人員十人、閲覧冊数十四冊、⽽して
一冊の平均閲覧回数十七回余なり。 

 

 以上のようになかなかの好成績をもって第 1 期計画は終了した。ただ『教化報告書』に
はそればかりではなく、新潟県の図書館振興に巡回文庫は大きな貢献をしたと⾃負してい
る（94）。 

 

  只本期間に於て特に注意すべきは、本文庫は本県に率先して創立せられたる結果にや、
或は各地に廃れたる図書館を再興し、或は幾多の巡回文庫本文庫と同一組織を以て、
各地に編成せられ、聊か県下の図書館思想鼓吹に与て力ありしこと是れなり。若し夫
れ三十二箇月の短期間に於ける七万五千の閲覧人中、其読書により、些少たりとも地
方開発の資料たるあらば、本組合の本懐とする所なり。 

 

 積善組合巡回文庫は廃れていた新潟県内の図書館を再興し、他の巡回文庫の良き「お手
本」となったというのである。さらに巡回文庫を利用して新潟県⺠が読書に親しみ、それ
によって「地方開発」されれば本望であるとまでいっている。 

 

6.第 2 期巡回文庫の運営 

6.1 新設閲覧所の選定 

 

 第 2 期は 1911 年（明治 44）4 月から 1914 年（大正 3）2 月までが該当する。第 2 期は
閲覧所を 52 箇所と大幅に増加させた（95）。第 2 期の特徴として「都会地よりは寧ろ主とし
て農村に閲覧所を新設するの方針（96）」で、「一、学校⻑、町村当局、並町村⺠の熱⼼なる
希望あること。二、⻘年団の世話。三、文庫運送費の負担。四、閲覧所管理者の統計表調
製（97）」の 4 条件を満たす候補地から閲覧所を選定した。 

 選定にあたっては候補地に職員を派遣して入念に現地調査を行っている（98）。 

 

  四十四年四月中旬より五月中旬に弥り、鷲尾主任以上の候補地並既設閲覧所々在地へ
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出張し、其地の郡衙、町村役場、学校並本組合関係事務所に交渉して其地の希望を聞
き、且つ運送の便を攻究し、以て郡衙並代理事務所の選定候補地全部並本組合に選定
したるものを加へて、茲に全く新設閲覧所を確定せり。 

 

 第 2 期ではこのような基準で慎重に新設閲覧所の開設地を検討し、32 箇所を新設した。
第 1 期の 12 箇所（創設初年度は 10 箇所であったが、2 年目以降に 2 箇所増設した）から
比べると 3 倍も増設したのである。第 2 期は、1911 年（明治 44）4 月 27 日、巡回文庫箱
を各地の閲覧所に発送し、同年 5 月上旬から閲覧が開始された。 

 

6.2「篤志閲覧者」の褒賞 

 

褒賞の制度 

 1912 年（大正元）10 月 1 日の積善組合 15 週
（ママ）

年記念会式場において、各閲覧所からの

推薦による「篤志閲覧者」47 名を表彰し、賞状と記念メダルを授与している。今回は第 2

回目で、第 1 回は 1909 年（明治 42）6 月に行われている。第 1 回目は小学校・中学校の
児童・生徒ならびに⻘年層に限定されて選ばれたが、第 2 回目は「或は児童、或は中学生、
或は教育家、或は農工商等（99）」と様々な階層から選出をしている。しかしながら内訳は小
学生 22 名、中学生 2 名、官吏 2 名、教員 5 名、農業 12 名、商業 2 名、工業 1 名、僧侶 1

名となっており（100）、依然として小学生が数多く表彰されている。 

第 1 期計画では児童・生徒、⻘年層中⼼に褒賞を行ったのは、社会教育の施設として巡
回文庫が開設されたとはいえ、当初は子どもや若年層向けに活動していたからであろう。
巡回文庫の『総目録』に童話作家巌谷小波の児童書が大量に選書されていた点からも裏付
けられる。それが第 2 期ではその施策をとりやめて、桜井が開設時に提示していた「実に
学校教育と共に一般国⺠に対する社会教育の施設」に名実ともにさせようという組合側の
意気込みが感じられる。しかし蓋を開けてみれば依然として小学生が一番多く表彰されて
いるので、なかなか社会人の利用が定着していなかったと思われる。 

 

褒賞者の言葉 

 実際に褒賞を受けた利用者代表の伊原治作は、「積善組合十五 週
（ママ）

年会」の席で次のよう

な祝辞を送っている（傍線引用者）（101）。 

 

  （前略）我等農村ニ生レタルモノ比較的書籍ヲ見ルノ便ニ乏シク滴々見ント欲スルモ
購フノ余財無キ為メ空シク希望タルニ止ル事アリ然ルニ巡回文庫ノ設アリテヨリ之カ
恩沢ヲ被ルモノ計リ知ル可カラス我等ノ如キハ其最モ恩沢ニ浴シツヽ有ル者ナリ此恩



『図書館綜合研究』no.22，2022.8. 

30 
  

既ニ高大ナルニ本文庫ニテハ尚ホ表彰ノ栄ヲ授与セラル吾等ノ感茲ニ至リテ極マレリ
只此感情ト文庫ニ学ヒタル知識トヲ合セテ他日大国⺠トシテ耻サランコトヲ期ス（後
略） 

 

 伊原の祝辞は全て巡回文庫への感謝の言葉となっている。農⺠にはそもそも書籍を見る
ことも難しく、たまたま見る機会はあっても、書籍は高価なので購入することは叶わなか
った。そのため、無料で利用できる巡回文庫は大変有難いと述べている。文庫を利用し読
書に励むことで「大国⺠」になれると結んでいる。まさに内務省が地方改良運動で推進し
た国⺠像にかなり近いことを、伊原は述べているのである。 

 

6.3 利用実態 

 

 第 2 期の利用実態として、ここでは大正元年度を事例として紹介したい（102）。 

 閲覧所全 58 箇所の延べ開館日数は 6,001 日、閲覧人員 70,092 人で、1 日平均利用者は
11 人強であった。これは前年（明治 44 年）と比較すると、閲覧人員は 22,782 人の増加、
1 日平均は 1 人増加した。順調に巡回文庫は県⺠に利用されていたといえる。 

閲覧者の属性は、小学生が最も多く 42,095 人、その他の学生は 11,941 人で、合計 54,036

人であった。次いで農業 6,615 人、教育家・宗教家 5,462 人、商業 1,292 人、工業 751 人、
最後が官吏 429 人であった。過半数が「学生」ということになるが、それでも大正元年度
は前年の明治 44 年度と比較すれば「学生の閲覧人減少して、他職業の閲覧人比較的増加
（103）」との⾃己評価をしている。 

閲覧された図書は、1 番多いのが文学（その内訳は児童が読む御伽噺）で、次いで歴史・
地理、教育倫理、産業で、最も少なかったのは法政・理学であった。 

第 2 期計画で最終年度となる大正 2 年度の利用人数は次のようになっている（104）。 

閲覧所は常設・臨時を合計すると 58 箇所になり、延べ開館日数は 60,028 日にして閲覧
人員は 67,729 人で、1 日平均閲覧人数は 11 人強であった。閲覧所の増減があったので延
べ開館日数は減ってしまい、利用者数も減少してしまったが、平均人数は前年度と変わら
なかったことから、巡回文庫の利用者が大幅に減少したことはない。 

閲覧者の属性は学生 52,138 人と最も多く、学生とはいえ小学生が大半を占めている。
次が農業 6,662 人、教育家・宗教家 4,421 人、商業 1,556 人、工業 978 人、官公吏 404 人
となっている。閲覧者属性の順位も前年度とまったく変動はなく、これで固定化してしま
った。 

閲覧された図書で最も多かったのが文学で、次いで歴史・伝記、産業、教育倫理、理科
などと続いている。この順位も前年度と比べても大きな変動はみられない。 

第 2 期は 1914 年（大正 3）2 月で終了した。次章で第 3 期から第 5 期まで一挙に概観
する。 
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7.第 3 期〜第 5 期の巡回文庫の運営 

7.1 計画の見直し 

 

 第 3 期は 1914 年（大正 3）7 月から開始されたが、この第 3 期から積善組合は大幅に計
画を見直した（105）。 

 

  第一期第二期ハ全県下ヲ通シテ一区域トシ各文庫ハ総テノ閲覧所ハ廻附巡回スルノ制
ナリシカハ本部ニ文庫ヲ回収シテ装訂ヲ補ヒ併セテ加除スル等ノ機会ナキヲ以テ第三
期以後ハ改メテ之ヲ四部ニ分チ各部内毎ニ若干文庫ヲ限リ部内ノ各所ヲ巡回スルノ方
法ヲ採リ従テ期間ヲ短縮シ文庫内ノ収容図書ヲ更新スル期ヲ速ナラシメントセリ 

 

 第 3 期以降は、県内をいくつかの地域に分割してその中で文庫を巡回する仕組みに改め
ている。本部において軽微な書籍の補修や、巡回させる蔵書の入れ替えなどを行っており、
全県を巡回させるので本部に戻るまで⻑期間かかっていたのを、地域を区切ることで書籍
のメンテナンスを頻繁に且つ容易に行うことができるようになった。 

 『教化事業報告 第六』によると、第 3 期以降の計画変更とその体制について次のよう
に記されている（106）。 

 

第三期計画に於ては従来の成績に鑑み、又は各地の希望に聞き、交通の便否に察し、
八十五箇所二十八文庫とし、組織を変更し、全県下（佐渡郡を除く）を四部に別ち、
各部に六文庫区を置き、各文庫部毎に独立せしめ、一ヶ年を以て一巡回を終了するこ
と 

 

 地域ごとに巡回ルートを再設定したため、巡回期間は 1 年間と短縮されている。第 3 期
以降の期間は次のようになっている（107）。 

 第 3 期 1914 年（大正 3）7 月〜1915 年（大正 4）6 月 

 第 4 期 1915 年（大正 4）9 月〜1916 年（大正 5）10 月 

 第 5 期 1916 年（大正 5）10 月〜1917 年（大正 6）10 月 

 第 6 期 1917 年（大正 6）12 月〜終期不明 

 第 6 期を終期不明としたのは、積善組合は 1918 年（大正 7）12 月に事業に破綻をきた
し、翌 1919 年（大正 8）5 月に解散したからである（108）。 

 積善組合解散の理由について、竹林熊彦は 1918 年（大正 7）に富山県から発生して全国
に拡大した米騒動を挙げている。「全国的に不安な社会情勢は、多年世間の信用を博し、社
会の賞賛と感謝をうけていた積善組合にも波及し、同年十二月その事業に破綻を生じ、収
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縮する途がたたず、翌八年五月二十九日解散することになった（109）」と、竹林は説明をし
ている。 

 積善組合解散後の巡回文庫の蔵書は、中野財団がすべて買い取り、1915 年（大正 4）に
開館した明治記念新潟県立図書館（現・新潟県立図書館）に寄託して、同館の巡回文庫と
して再び県内各地を巡回することになったが、1923 年（大正 12）の県立図書館巡回文庫
廃止にともなって、一般の蔵書となった（110）」。 

 

7.2 第 3 期以降の特筆すべき活動 

 

 第 3 期以降の巡回文庫活動は、第 1 期・第 2 期と比較すると目立った活動は行っていな
いようである。地道に巡回文庫を続けているといった印象が強い。 

 1915 年（大正 4）9 月に開始した第 4 期では、交通が不便な岩船郡の一部ならびに⿂沼
郡に「独立文庫部」を設けた。また新潟市内にも常設文庫を設置している（111）。 

 1916 年（大正 5）10 月から始まった第 5 期では、中蒲原郡新発田町に理髪業者の協力
を受けて床屋文庫という巡回文庫を設立している（112）。 

 

  六、理髪業者巡回文庫 県下新発田町附近村落及新津町の理髪店に二十数ヶの特別文
庫を回送し公衆の無料閲覧に供す 

 

さらに岩船郡村上町にも大正 7 年度中に床屋文庫を開設する予定であるという（113）。 

 床屋文庫は積善組合が設けたもの以外に、新潟市教育会が開設したものも同時期に存在
していた。『新潟市史』によれば、次のような経緯で設立されたものだという（角括弧内は
原文割注）（114）。 

 

  六 ［新潟市教育会経営］理髪業者巡回文庫 

  理髪業者巡回文庫は大正四年一月新潟市教育会の設くるところにして、同九年に於て
は壱千四百三十冊の図書を市内理髪業者組合八十二⼾に巡回し六千九百三十人の閲読
あり。同十一年廃止す。 

 

 1915 年（大正 4）1 月に新潟市教育会が床屋文庫を開設し、1920 年（大正 9）には新潟
市内の理髪店 82 店に文庫を巡回させ、6,936 人の利用者がいた。 

 新潟市教育会の床屋文庫が先行しているので、積善組合はそれを手本として新発田町、
新津町、村上町という中越と下越の中核都市に床屋文庫を開設し、図書館の普及と利用促
進を図っている。 

 その他の活動としては、「篤志閲覧者」の褒賞、正規の巡回文庫とは別に臨時文庫を開設
するなどの事業を行っている。 
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7.3 利用実態 

 

 大正 6 年度の閲覧者の特徴は、『教化事業報告 第八』に次のように記されている（115）。 

 

  閲覧人中、最多数ナルハ小学校生徒六万七千六百六人、次キハ農業、教員、他ノ学生
等ニシテ商業、工業、官公吏等ハ更ニ少数ナリ 

 

 やはり小学生が最も利用が多く、次に農業、商業、工業、官公吏という順番で、これは
巡回文庫開設初年度と比較してもほとんど変わらなかったと指摘できる。 

 小学生に偏っている利用者層を正すために、「篤志閲覧者」の選定基準は「年齢十五年以
上ニシテ平素職業ニ勤勉素行善良ナルヘキヲ要件」として大正 6 年度は 41 名が褒章され
たが（116）、なかなかうまくいかなかったようだ。  

 

7.4 積善組合巡回文庫活動の総括 

 

 積善組合の巡回文庫は、専務理事桜井市作が個人で計画したものを組合創立 10 周年の
際に組合に寄贈という形で設立された。もともと積善組合は金融機関として発足しており、
小川剛が指摘したように図書館に関しては素人であったが、東京や大阪、千葉や山口など
に林静治や鷲尾義房といった実務担当者を視察に派遣し、先進事例から学ぼうという意欲
が旺盛であった。特にアメリカの図書館学者メルヴィル・デューイと個人的に親交があっ
た山口県立山口図書館⻑佐野友三郎からも教えを受け、林は感銘を受けている。先行研究
では佐野の巡回文庫思想は積善組合には全く受け継がれなかったというのだが、果たして
それは事実であろうか。それは次章で検討を加える。 

 巡回文庫は活動期間約 10 年で幕を突然閉じることになるが、活動⾃体は順調で利用者
の数を増やしていくことになる。ただ小学生や⻘年層のみに利用者が限られてしまい、な
かなかそれ以外の年齢層には拡大していかなかった。 

 しかしながらその影響は大きく、床屋文庫など新潟県内に他の巡回文庫を稼働させる切
っ掛けになった。さらに積善組合解散後に明治記念新潟県立図書館開設につながったこと
は大きいと思われる。巡回文庫活動は、確実に新潟県内に図書館設立を促進させたと思わ
れる。 

 

8.佐野友三郎の移動図書館論と積善組合巡回文庫への影響 

 

 先に千葉県巡回文庫よりも、佐野友三郎の指導で発展している山口県立山口図書館と山
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口巡回文庫のほうが、はるかに林と鷲尾は感銘を受け、それを新潟の積善組合巡回文庫に
取り入れようとしたと指摘した。 

 しかし先行研究では、佐野の巡回文庫思想は積善組合巡回文庫には伝わらなかったとさ
れている（117）。 

 佐野の図書館論の研究は豊富に先行研究が存在しているが（118）、本章では再度巡回文庫
論を中⼼にその思想を確認し、積善組合の巡回文庫論と比較したい。 

 

8.1 佐野友三郎の通俗図書館論と巡回文庫論 

 

通俗図書館論 

 佐野は図書館には 2 種類存在すると指摘している（傍線引用者）（119）。 

 

書籍に読むための書籍と調べるための書籍との二種あるごとく、図書館にも研究調査
を主とするものと通俗閲覧に重きを置くものとの二種あり。前者にありては成書は勿
論、研究資料の網羅蒐集を期し管理、殊に図書の分類、目録の編纂に主力を注ぎ館外
貸出も行わざるにはあらざれども主として館内において閲覧せしむ。後者は通俗図書
を主とし、出納手続を簡易にし館外貸出に重きを置きて効果の普及を専一とす。前者
が高級または特殊の研究を目的とするに対し、後者は社会一般の教化に資し国⺠全体
の智徳増進を目的とす。前者は参考図書館といい、後者を通俗図書館と称す。 

 

 佐野は図書館には参考図書館と通俗図書館との 2 種が存在し、後者は「社会一般の教化
に資し国⺠全体の智徳増進を目的」とする施設であると解説している。つまり佐野は通俗
図書館を国⺠教化施設と認識していたのである。 

 さらに佐野は社会教育機関としての通俗図書館の役割を次のように説いている（傍線引
用者）（120）。 

 

  図書館は学校教育の延⻑継続にして年齢を問わず、学年を論ぜず、あるいは職業につ
きつつ、あるいは家庭に居ながら、教訓と智識と娯楽とを得べきが故に広義において
終生に渉る所の補習継続教育と称することを得べし。（中略） 

  今日の急務は国⺠教育（義務教育を指す―引用者注）を修了したる者に⾃ら補習教育
を求むる⾃助的向上の精神と習慣とを養成し、同時にこの⾃助的向上の精神を満足せ
しむべき機会を与うるに在り。図書館といい、通俗講話といい、博物館といい、補習
学校といい、この方⾯に活動すべき機関は多々あれども、就中、最も有効有力なるは
善良なる読書にして、展覧も講演も読書と綜合して始めて持続的効果を奏すべきなり。
然れども読書趣味は一朝にして養い得らるべきにあらず。図書館は成年者の学校と称
せらるれども、成年者に効果あらしめんがためには学校と提携してまずもって児童の
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読書趣味、図書館趣味の養成より始めざるべからず。 

 

 図書館は義務教育修了者に、読書を通して「教訓と智識と娯楽」を与える社会教育機関
であると佐野は捉えていたことがわかる。読書行為は健全な智識が身につき、健全な娯楽
を与えるので、図書館は重要であるとの認識であろう。ただ読書趣味を普及させるのは一
朝一夕のことではなく、子どものうちから学校教育で定着させ、義務教育終了後も図書館
等で読書趣味を持続させなければならないと指摘している。通俗図書館が普及する前提と
して基礎的な読書力は身につけていないと、なかなか普及しないと佐野は釘を刺している
のである。 

 読書の普及が重要だとは言いつつも、佐野はどのような書籍でも構わないとは言ってい
ない（傍線引用者）（121）。 

 

  通俗図書館の成立普及は二個の条件を予想す、即ち一方に読むべき善良なる書籍の存
在と他方にこれを読み得べき読書力の素養とこれなり。読書力の素養ありといえども、
善良の書籍に乏しきか、善良の書籍に充てりといえども、読書力の素養なきときは通
俗図書館の普及は得て期すべからず。ゆえに通俗図書館は学校と提携し、もしくは、
学校教育の後を承けてこれを補足継続し、学校教育の効果を確実に収めんことを目的
とすれども通俗図書館を可能ならしめて普及せしむるにはまずもって一定の読書趣味
の素養を必要とす。 

 

 さて佐野が考える「善良の書籍」とはどのようなものであろうか。「図書館と悪文学と」
という論文に「悪文学」について次のように語っている（122）。 

 

  好ましからぬ読みもののきわめて多く、またきわめて廉価に販売せらる。今日、やや
もすれば、風教を害せんとするものなきにあらず。悪文学の悪感化は余等の最も寒⼼
する所なれども、幾多文学中、悪感化を与うるものあるがために、一切の文学を危険
視してこれを斥けんとするは、あたかも、二三の堕落学生を出したるがために、一切
の⻘年をして学校に出入せざらしめんとするに等しからずや。想うに、悪文学を駆逐
するは、善良なる文学によるの他、他に良策あるべからず。悪文学の産出は、畢竟、
社会の趣味の劣等なる反射なれば、悪文学を根絶せんと欲せば、まず読衆の趣味を高
尚ならしめざるべからず。 

  社会の需要に応じてよく活動する図書館は、ある意味において、その社会の文学的良
⼼を代表するものと見做すことを得べし、けだし、図書館に備付くる図書には、理想
のものと現実のものと二様あるべし。いかに善美なる図書を備付けたればとて、現実
なる読衆の趣味と甚しく懸隔あるにおいては、到底、何等の用をもなすべからず。故
に現実なる読衆の趣味を標準とし、これに先だつこと数歩なる図書を備え、これによ



『図書館綜合研究』no.22，2022.8. 

36 
  

りて読衆を誘致し、歩一歩、漸をもつて理想的図書に接近せしめんことを努むべし。 

 

 以上が「図書館と悪文学と」の全文である。1906 年（明治 39）に『山口県立山口図書
館報告 第四』に掲載された。佐野の選書論としてこれほどまとまったものは珍しいと石
井敦は指摘している（123）。 

 さて、これを読むと佐野は直接的に「善良の書籍」については述べていないが、その反
対の「好ましからぬ読みもの」や「悪文学」については語っている。佐野がいう「悪文学」
とは、「風教を害せんとするもの」であるとわかる。風教とは「徳をもって人を教え導くこ
と（124）」と『旺文社国語辞典』に解説されており、それを害する書籍のことであるから、
品位が欠如した、内容が空疎な、あるいは日本の伝統や美意識に反する本などがそれに該
当すると考えられる。 

 ただ佐野は一概に「風教を害する」書籍を排除すればよいといっているわけではない。
書籍には 2 種あり「理想のものと現実のもの」がある。どんなに素晴らしい「善美」な本
があっても、利用者の趣味嗜好から遠く隔たっていてはまったく相手にされないので、「こ
れに先だつこと数歩なる図書」を設定して利用者を誘導し、最終的には「理想的図書」に
接近させるのが図書館の役割であるというのである（125）。 

 これらの検討から、佐野も図書館を「国⺠教化」の場として認識していたと考えられる
（126）。しかし佐野はすべての図書館が「国⺠教化」の場であると思っていたわけではなく、
その役割は通俗図書館に限定されていた。また「国⺠教化」の内容は、日本国⺠として備
わっていてほしい品位を保持し向上していくことにあったと考えられる。この考えは内務
省や積善組合巡回文庫とそれほど相違しているとは思われない。ただ佐野は積善組合ほど、
内務省寄りの発言をしていないし、「国⺠教化」を前⾯に押し出してはいない点には注意す
べきであろう。 

 

巡回文庫論 

 佐野はアメリカの図書館学者メルヴィル・デューイと書簡のやりとりをして、直接巡回
文庫について教えを乞うている。いわば佐野の巡回文庫はアメリカ仕込みのものであり、
当時としては最先端のものであった。それは疑いないものと考えられる。 

 では佐野は巡回文庫とはどのようなものであると認識していたのか。その点を史料に基
づいて明らかにしていこう（傍線引用者）（127）。 

 

  図書館の効果を遺憾なく管内に普及せしめんがためには、多数読衆の便を計りてこれ
を招致すると同時に、なるべく、館外帯出の手続を簡易にするのみならず、あるいは
便宜の地に分館を設けて一定の研究調査用書と共に需要ある通俗閲覧用書及び雑誌新
聞紙を備付け、あるいは派出出納所を設けて最寄公衆のために図書の貸出を取扱い、
あるいは巡回文庫によりて更に広く及達の途を講ずるを要す。巡回文庫は、一⾯、中
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央図書館に代りて所在公衆に読み物を供給し、一⾯、通俗図書館の先駆としていたる
処にこれが新設を促進する動機となり、既設図書館のためにはその図書の不足を補い、
萎靡不振の小図書館に生気を添えその効果を増進す。 

 

 通俗図書館の効果を、その管内中にあまねく普及させるためには、館外貸出の奨励、分
館・派出出納所・巡回文庫の設置が効果的であり、とりわけ巡回文庫は図書館の「新設を
促進する動機」にもなると述べている。つまり佐野は巡回文庫を図書館の補完施設と認識
していたのである。 

 傍線を付した箇所で明らかなように、佐野が考える巡回文庫の役割は通常の図書館の補
完的な役割であり、各地に施設をともなった通常の図書館が建設されることが佐野の理想
であった。事実佐野は、別稿において次のように巡回文庫設置の目的を述べている（傍線
引用者）（128）。 

 

  想フニ寒村僻邑ニ居ル者モ容易ニ図書ニ接近スルコトヲ得、団体ニモ個人ニモ鼓吹ト
教訓ト娯楽トヲ供シ到ル所ニ読書趣味ヲ喚起シテ、単ニ直接読衆ニ一時ノ利沢ヲ与フ
ルニ止マラス他日、不動図書館設立ノ基礎ヲ作ルモノハ巡回書庫ナルヘシ。 

 

 傍線を付した箇所に明らかなように、佐野の最終目的は巡回文庫ではなく「不動図書館
設立」であった。 

 とはいえ巡回文庫は、「最も簡易なる公共図書館と見るを得べく、巡回文庫の管理者は最
も簡易なる形式の公共図書館⻑と見るべく（129）」ものであり、小規模な公共図書館として
「書籍なき者に書籍を供給し、一般読衆をしてその読み得べき書籍中の最良のものを読ま
しむるに在（130）」ったのである。したがってそこに所蔵される図書は次のようなものがふ
さわしいと佐野は考えていた（傍線引用者）（131）。 

 

  一、巡回文庫ニ収ムヘキ図書ハ辞書類書各科共通ノ参考書類又ハ各科専門ニ渉ルモノ
ヲ除キ普通読衆ノ趣味ニ応シ成ヘク短期日間ニ通読シ得ヘキ図書ヲ主トスヘシ。 

  一、某々学科ノ系統的研究ニ資スルカ如キハ必ズシモ普通巡回文庫本来ノ目的ニアラ
ズ故ニ書函ニ依リ或ハ多ク文学書類ヲ収ムルコトアルヘク、或ハ科学書類ニ乏シキ
コトアルヘク其種目ノ如キハ毎号必ズシモ、劃一ヲ期スヘキニアラス、要ハ一般公
衆ヲシテ成ルヘク図書ニ接近セシメ、先ツ其読書興味ヲ喚起スルニアリ。 

 

 傍線を付した箇所に明らかなように、各学問の専門書ではなく、あくまで「一般公衆ヲ
シテ成ルヘク図書ニ接近セシメ」るような「成ヘク短期日間ニ通読シ得ヘキ」図書を中⼼
に巡回文庫は取り揃えていたのである。その目的は巡回文庫で図書や図書館に慣れ親しん
でもらい、その土地に将来本格的な図書館が建設された際にスムーズに移行できるような
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⺠衆を育てることにあった。 

 ちなみに佐野の巡回文庫論は、アメリカの事例に学んだものであった。佐野はデューイ
の言葉として次のものを挙げている（132）。 

 

  “始めからして不動図書館を設けるということは望ましいことでありますが、善く選択
した巡回文庫によって読書趣味を養い、良い書物からどれだけの利益が得られるかと
いうことを事実の上で証明して不動図書館の設置を促すということが宜い”と言って
おります。私共の経験でもその通りであると保証することが出来ると思うのでありま
す。 

 

 以上、佐野が認識していた通俗図書館観、巡回文庫観を明らかにした。さて先行研究で
は、佐野の巡回文庫観は引き継がれなかったとされているが、その見解は事実に沿ったも
のであろうか。 

 

佐野の巡回文庫論の積善組合巡回文庫への影響 

 先に引用したが、林静治は「余は山口土産として、我県人士に図書館の各部落に普く設
立せられんことに努力を希望して止まざるなり（133）」と山口視察後に発言している。林は
巡回文庫だけではなく、最終的には施設を伴う図書館を建設すべきであるとしている点に
注目したい。林は佐野の「巡回文庫は図書館建設の前段階にしか過ぎない」という理論を
理解したうえで、このように記したと考えられる。 

 では積善組合では図書館建設を促進させたのであろうか。ここでは巡回文庫稼働後の常
設図書閲覧所の開設についてふれたい。 

1908 年（明治 41）7 月に⻄蒲原郡弥彦村に常設の図書閲覧所を開館している（134）。 

 

  本組合の桜井専務理事と、⻄蒲原郡和納銀行との共同寄附により、弥彦神社宮司高松
四郎氏の援助の下に、同神社境内特に幽邃閑雅なる所に地を卜して、常設閲覧所を新

設し、同年八月一日（中略）同神社拝観所内に開庫式を挙行し、次い て
（ママ）

記念講話会

を開催し（中略）同年八月一日、和納閲覧所を弥彦閲覧所に移し、爾来同閲覧所に於
ては、普通の巡回文庫を廻附する外に、特別文庫を常置し、休止期間を廃止して、常
に公衆の閲覧に便せり。 

 

 この「常設閲覧所」というのは、通常の巡回文庫に加えて常設の特別文庫を設置したも
のである。つまり小図書館であったと考えられる。 

さらに巡回文庫開設 2 年目（明治 43 年度）の状況をまとめた『教化事業報告 第二』
に、次のような記述がある（135）。 
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  与板町与板銀行専務取締役倉品定次郎氏は篤志を以て同行隣地に特に図書閲覧所を新
築して之を本組合に寄附せられたり。是を以て本組合は林本県学務課⻑の協賛と、板
倉与板小学校⻑の同意との下に、七月一日文庫閲覧所を与板小学校より同所に移転せ
しめたり。爾来本組合は同所を以て弥彦閲覧所の如く、特別常設の閲覧所となし、普
通巡回文庫を廻附する外に、爾々臨時文庫並常置の図書を廻附して、絶えず図書を公
開し、以て公衆の便に供せり。 

 

 町立与板尋常高等小学校（現・⻑岡市立与板小学校）に開設された文庫閲覧所は常設で
あり、通常の巡回文庫の他に臨時文庫も廻付させたりして「絶えず図書を公開」したとあ
る。事実上の図書館となっていたことが窺える。かなり小規模とはいえ、図書館が巡回文
庫の影響で三島郡与板町（現・⻑岡市）に設立されたのである。 

 第 1 期が終了した 1911 年（明治 44）に、その総括として『教化事業報告 第三』には
次のように記されている（136）。 

 

  本文庫は本県に率先して創立せられたる結果にや、或は各地に廃たれたる図書館を再
興し、或は幾多の巡回文庫本文庫と同一組織を以て、各地に編成せられ、聊か県下の
図書館思想鼓吹に与つて力ありしと是れなり。 

 

 積善組合が巡回文庫事業を起こすことによって、廃れていた図書館が復興し、あるいは
巡回文庫が新たに編成され、新潟県の図書館設立に多少でも貢献できたと第 1 期の活動を
総括している。 

 このように、積善組合も単に巡回文庫活動だけで満足していたわけではなく、常設の閲
覧所を設けて最終的には施設が整った図書館を各地に建設することを狙いとしていたので
ある。この点は佐野が山口で行っていた巡回文庫の目的と一致しており、佐野の影響はあ
ったとみるべきであろう。 

 

おわりに 

 

 明治末期から大正期にかけて、新潟県内で活動した積善組合の巡回文庫事業について詳
細に検討を加えた。以下、その結果を簡潔にまとめる。 

 ①設立動機については、読書による地方人⺠の人格形成と風紀向上が目的である。時期
的に日露戦争後に内務省が推し進めていた地方改良運動という「時流」にうまく乗った形
になり、瞬く間に新潟県内に巡回文庫網を張り巡らすことに成功した。またその関係から、
内務省とも近い立場にあったことが指摘できる。 
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 ②先行する他館の影響は、山口県立山口図書館や山口巡回文庫に強く影響を受けていた
とみてよい。山口訪問によって、積善組合主事林静治が佐野友三郎の活動にいたく感銘を
受けたことからも明白である。佐野も図書館が「国⺠教化」施設であるとの認識を示して
おり（内⼼はどう思っていたのか、史料からは測り知れないが）、その点積善組合とも共通
な認識を示していた。 

佐野は、巡回文庫は仮の姿で施設を伴った図書館が最良であるとの見解を表明していた
が、積善組合巡回文庫も佐野と比較するとややトーンが低いながらも、常設の図書館設立
を目指していた節が窺える。事実、公立図書館が存在していなかった新潟市に小規模なが
らも「仁堂」という常設図書館を開館させ、さらに休止していた新潟図書館の復活支援、
また弥彦村や与板町に文庫の「常設閲覧場」を設けているなど、決して県内に常設の図書
館を設立することに無関⼼であったわけではない。また積善組合解散後も、巡回文庫が契
機になって新潟県内に図書館が建設されるようになったことも否定できない。 

常設の図書館設立を目指していた佐野の思想が、積善組合に影響をまったく与えなかっ
たとはいえないであろう。 

③巡回文庫は「国⺠教化」を目的として設立されたが、最初期は特に明確な選書基準な
どはなく、社会主義の書籍も所蔵していたことが『目録』から確認されている。しかし大
逆事件後はなんらかの「配慮」がなされたと思われるが、それを文章化したものは発見さ
れていない。また内務省から蔵書に関して、直接に「社会主義・共産主義の書籍は撤去せ
よ」などの指示もなされていないようである。 

 積善組合巡回文庫の活動は、新潟県の図書館史において重要な役割を果たしたと思われ
る。公立図書館が乏しい時代に、小規模とはいえ県内各地に閲覧所を設けて、⺠衆に書籍
をもたらしたこと、それまで⺠衆に無縁であった読書を普及させたことは高く評価される。
1 年を通して県内全域に巡回文庫網を稼働させ、積雪がある冬季も変わりなく巡回文庫を
提供していたことは驚きである。もっと評価されてよい事例であろう。 
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